


 

は じ め に

平素より、町政にご協力いただきありがとう
ございます。

このたび、本町では、「こどもが主役 ここ
で育ってよかったと思えるまち たかはる」を
基本理念とする「高原町第１期こども計画」を
策定いたしました。

子育て施策をめぐっては、わが国全体で、少
子化や子育て世帯の悩み・不安・孤立、不登校
など教育をめぐる諸問題、ヤングケアラー問題
など、様々な課題が深刻化を増しています。

そうした中、子どもにとっての一番の利益を考え、すべての人が子どもや子育
て世帯を応援する「こどもまんなか社会」をめざす法制度改正がなされ、次世代
育成支援対策、子ども・子育て支援、母子保健、ひとり親家庭自立促進、こども
の貧困対策、子ども・若者育成支援を網羅した「こども計画」の策定が自治体の
努力義務となりました。

本計画の策定にあたっては、子育て中の保護者や小中学生、さらに、高校生か
ら 34 歳までの世代を対象にアンケート調査を行い、様々な課題が明らかになり
ました。抽出された課題をもとに施策の選択を行い、立案した本計画を、職員一
丸で推進してまいります。

次代を担う子どもたちが、高原町の恵まれた自然環境の中で、夢と希望を持ち、
健やかに成長していくことを願っております。

結びに、本計画の策定に際しまして、ご協力をいただきました多くの町民や関
係者の皆様、貴重なご意見やご提言をいただきました高原町子ども・子育て会議
委員の皆様に厚くお礼を申し上げます。

今後とも、町政の推進のため、一層のご理解ご支援を重ねてお願い申し上げま
す。

令和 7 年３月

高原町長 高 妻 経 信
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第１章 計画の策定にあたって

１ 計画策定の目的

高原町では、令和元年度に「高原町子ども・子育てプラン」を策定し、「子ども

の幸せ、地域みんなでつくる 笑顔あふれる子育てのまち たかはる」をめざし

て取り組みを進めてきました。また、令和３年度には「高原町子どもの貧困対策

推進計画」も策定しました。これらの計画が令和６年度に終了するため、新しい

計画を策定します。

「高原町子ども・子育てプラン」は、次代の社会を担う子どもの健全な育成を

支援する「第３期次世代育成支援行動計画」と、保育所等の利用人数等の見込み

を定める「第２期子ども・子育て支援事業計画」で構成されており、これらの後

継となる計画としていく必要があります。

また、令和５年４月に、こども基本法が施行されました。これは、少子化から

児童虐待まで、様々な子どもをめぐる社会問題がある中で、子どもの生活や権利

を一番に考えた「こどもまんなか社会」づくりを進めていこうとするもので、「自

治体こども計画」の策定も努力義務となりました。

こうした法制度改革に沿って、これまでの計画を継承し、本町のこども施策を

総合的に推進するために、令和７年度からの「高原町第１期こども計画」（以下、

本計画という。）を策定します。

※「こども」の漢字の使い分けについて
「こども」「子ども」「子供」の言葉は、法令での用法に沿って記載し、
準拠する法令がないケースでは、「子ども」と記載します。

２ 計画期間

本計画の期間は、令和７年度から令和 年度までの５年間を計画期間とし、令

和 年度に、それまでの推進状況をふまえ、第２期計画を策定します。

また、第１期計画期間内においても、社会動向の変化により、必要に応じて、

随時見直しを行います。

【計画期間】

令 和

２年度

令 和

３年度

令 和

４年度

令 和

５年度

令 和

６年度

令 和

７年度

令 和

８年度

令 和

９年度

令 和

年度

令 和

年度

第２期子ども・子育て支援事業計画
第１期こども計画

子どもの貧困対策推進計画
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３ 計画の位置づけ

本計画は、こども基本法に基づく「市町村こども計画」で、以下の６計画を一

体的に策定します。なお、学校教育分野については、教育基本法に基づく「教育

振興基本計画」を別途、策定・推進しています。

【こども計画として一体的に盛り込む計画の一覧】

名  称 概 要 

子ども・子育て支援事業計画
（第３期） 

幼児教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の「量の見
込み」と「確保方策」を定める 

次世代育成支援対策地域行
動計画（第４期） 

保健・福祉に加え、「仕事と生活の調和」など、各分野にま
たがる次世代育成支援施策を定める。民間事業所や官公庁
の事業主行動計画とともに推進する 

母子保健を含む成育医療等
に関する計画 

成育過程における切れ目のない母子保健・成育医療等の施
策を定める 

ひとり親家庭自立促進計画 
ひとり親家庭の生活の安定と向上のために講じる施策を定
める 

こどもの貧困対策計画 こどもの貧困の解消に向けた対策を定める 

子ども・若者育成支援計画 
つながりの希薄化、ひきこもりなど、子ども・若者の問題
の解決をめざす育成支援施策を定める 

【ライフステージと各計画の関係】

子ども・子育て

支援事業計画

こどもの貧困対策推進計画

子ども・若者育成支援計画

母子保健を含む成育医療等に関する計画

結婚、妊娠、出産 子育て世帯・就労者

乳幼児 就学前児童 小・中学生 高校生、専門学生、大学生、就労者など

歳 ・ 代の若者

こ
ど
も
計
画
と
し
て
一
体
化

次世代育成支援対策地域行動計画
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４ 計画の策定体制

本計画の策定にあたっては、子育て中の保護者や小中学生、さらに、高校生か

ら 歳までの世代を対象にアンケート調査を行い、住民のニーズ把握に努めまし

た。

また、地域の関係団体・機関や町民の代表等により構成される「高原町子ども・

子育て会議」において協議・検討を行うとともに、計画案に対するパブリックコ

メントを実施しました。

【計画策定体制】

町長（計画決定・実行） 

高原町子ども・子育て

会議

（協議・検討）

健康課子育て支援係 

（事務局） 

調整・連携

・アンケート調査 

・パブリックコメント 
意見の 

反映
庁内関連部署 

 

計画案

の提示
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５ 国の制度改革の動向

子ども・子育て新制度の施行以降、相談支援体制の充実を図るための「子育て

世代包括支援センター」、「子ども家庭総合支援拠点」の設置など、様々な制度改

革が行われてきました。

こども基本法の施行を受け、「こども大綱」、「こども未来戦略」、アクションプ

ランとしての「こどもまんなか実行計画 」が策定されるとともに、「こども

誰でも通園制度」など新たな制度も創設されています。

【近年の国や社会の動向】

平成 年
◇子ども・子育て支援法の施行（子ども・子育て新制度の創設、「市町村第1期子ど
も・子育て支援事業計画」の策定） 

平成 年 ◇「子供・若者育成支援推進大綱」（第２次）の策定 

平成 年

◇改正児童福祉法等の施行 

（「市町村母子健康包括支援センター」（平成30年から「市町村子育て世代包括支
援センター」）、「市町村子ども家庭総合支援拠点」の制度化（令和６年に「市町村
こども家庭センター」に一本化）） 

令和元年

◇子ども・子育て支援法改正（幼児教育・保育の無償化の実施、「市町村第２期子ど
も・子育て支援事業計画」の策定） 

◇成育基本法の施行 

◇「子供の貧困対策に関する大綱」の策定 

令和２～４年 ◇コロナ禍による幼稚園・保育所等・学校、地域のサービス等への影響 

令和３年

◇「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」が閣議決定 

（「こどもまんなか社会」の実現をめざす） 

◇「子供・若者育成支援推進大綱」（第３次）の策定 

◇成育医療等基本方針の閣議決定 

令和５年

◇こども基本法施行、こども家庭庁創設 

◇「こども大綱」の閣議決定 

（従来の国の「少子化社会対策大綱」、「子供・若者育成支援推進大綱」、「子供の
貧困対策に関する大綱」を一つに束ねた、幅広いこども施策に関する今後５年程度
を見据えた中長期の基本的な方針や重要事項を一元的に定める大綱） 

◇「こども未来戦略」の閣議決定 

（「若者・子育て世代の所得を増やす」「社会全体の構造や意識を変える」「すべての
こどもと子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援していく」の３つを柱に
重点的に国が進めていく戦略） 

令和６年

◇改正児童福祉法等の施行 

（「市町村こども家庭センター」、「地域子育て相談機関」、「子育て世帯訪問支援事
業」、「児童育成支援拠点事業」、「親子関係形成支援事業」の制度化） 

◇国のこどもまんなか実行計画2024の策定 

◇子ども・子育て支援法等の一部改正法の施行 

（すべてのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充（「こども誰でも通園制度」等）、
医療保険者から納付金を徴収する「子ども・子育て支援金制度」の創設など）  

◇改正こどもの貧困対策法の施行 

（現在の貧困の解消だけでなく、将来の貧困を防ぐことをめざすことなど） 
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６ こども基本法の基本理念

こども基本法は、児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）の理念に即

し、６つの基本理念がうたわれており、こども計画の策定にあたって、前提と

する必要があります。

【こども基本法の基本理念】

一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が

保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにする

こと。

二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障

されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並

びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保

障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会

が等しく与えられること。

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己

に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様

な社会的活動に参画する機会が確保されること。

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その

意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。

五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他

の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対し

てこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が

困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保するこ

とにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。

六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環

境を整備すること。
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７ 計画の進行管理の方法

本計画の進行管理については、計画の策定（ ）、実施（ ）、実施状況の点

検・評価（ ）、取り組みの見直し・改善（ ）という一連のＰＤＣＡサ

イクルにより行います。

【ＰＤＣＡサイクルによる計画の進行管理】

計画の策定

（見直し）

計画の実施

点検・評価

取り組みの

見直し・改善
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見直し・改善

第２章 子ども・子育てを取り巻く状況

１ 人口等の状況

（１）人口の推移

令和６年４月の本町の住民基本台帳人口は 人、０～ 歳の年少人口は

人で、ともに減少が続いています。

令和６年４月の高齢化率は ％で、年少人口比率は ％となっており、

少子高齢化の傾向が続いています。

【総人口と年齢３区分別人口の推移】

出典：住民基本台帳（各年４月１日現在）

【年齢３区分別人口割合の推移】

出典：住民基本台帳（各年４月１日現在）

平成 年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

年少人口 生産年齢人口 老年人口

平成 年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

人

年少人口 生産年齢人口 老年人口
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（２）人口構成

令和６年４月の男女別・５歳階級別の人口構成は、男女ともに、団塊の世代

を含む ～ 歳が 人台と最も多くなっています。その一方で、男女とも

に 歳未満の各年齢層が 人を割り、特に 歳代と 歳代の主に家族形成

期を担う世代が少ない状況です。

歳以下の児童の男女別・各歳別人口構成では、５歳以下の就学前児童が特

に少ない状況です。

【男女別・年齢５歳階級別の人口構成】

出典：住民基本台帳（令和６年４月１日現在）

【 歳までの男女別・各歳別の人口構成】

出典：住民基本台帳（令和６年４月１日現在）

０～４歳
５～９歳
10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90歳以上

人

男性

０～４歳

５～９歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

歳以上

人

女性

０歳
１歳
２歳
３歳
４歳
５歳
６歳
７歳
８歳
９歳
10歳
11歳
12歳
13歳
14歳
15歳
16歳
17歳
18歳

人）

男性

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

人）

女性
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０～４歳
５～９歳
10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90歳以上

人

男性

０～４歳

５～９歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

歳以上

人

女性

０歳
１歳
２歳
３歳
４歳
５歳
６歳
７歳
８歳
９歳
10歳
11歳
12歳
13歳
14歳
15歳
16歳
17歳
18歳

人）

男性

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

人）

女性

（３）人口推計

センサス変化率法により令和 年までの住民基本台帳ベースの人口を推計

したところ、今後も減少傾向で推移する見込みです。

【人口の推計（各年４月１日現在）】

令和５年

実績値

令和６年

実績値

令和７年

推計値

令和８年

推計値

令和９年

推計値

令和 年

推計値

令和 年

推計値

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

〔再掲〕

０～２歳

１～２歳

３～５歳

０～５歳

６～８歳

６～ 歳

０～ 歳

０～ 歳
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（４）出生数

本町の出生数は、増減しながら減少傾向にあり、令和５年は 人となってい

ます。

人口千人当たり出生率も上下しながら低下傾向にあり、令和５年は となっ

ていて、宮崎県平均の 、全国平均の と比べ低くなっています。

平成 年～令和４年平均の本町の合計特殊出生率は で、宮崎県内の市

町村の中では宮崎市、国富町に次いで低くなっています。

【出生数と出生率の推移】

出典：人口動態統計（各年１～ 月）

【宮崎県内市町村の合計特殊出生率の比較】

出典：人口動態統計特殊報告（平成 ～令和４年の値）

都
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町
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町
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村
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町
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原
町

国
富
町

宮
崎
市

全
国
平
均

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人 千人）（人）

高原町出生数 高原町出生率

宮崎県出生率 全国出生率
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高原町出生数 高原町出生率
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（５）人口動態

近年の本町の自然動態は、死亡数が出生数を上回る自然減で推移し、減少数

は拡大傾向にあります。社会動態は、令和３年を除き、転出者数が転入者数を

上回る社会減で推移しています。

また、令和５年の５歳階級別の転入と転出をみると、 ～ 歳と ～

歳、 ～ 歳で特に転出者数が転入者数を大きく上回っています。

【自然動態の推移】 【社会動態の推移】

出典：人口動態統計（各年１～ 月）

【５歳階級別転入と転出の状況（令和５年）】

出典：住民基本台帳人口移動報告（令和５年）

平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年人）

出生数 死亡数 自然増減数

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年人）

転入者数 転出者数 社会増減数

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

０～４歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳

転出

人

転入

０～ ５～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 歳

４歳 ９歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 以上
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（６）未婚率

国勢調査による本町の 代・ 代の未婚率について、平成 年から令和

２年までの推移をみると、男性は各年齢層でわずかながら上昇しています。女

性も 代前半までは上昇していますが、 代後半では低下傾向にあります。

令和２年の未婚率について、県平均・全国平均と比べてみると、男性は各年

齢層で県平均より高く、全国平均よりは低く、女性も ～ 歳までは県平均

より高く、全国平均よりは低く、 ～ 歳は県平均・全国平均より低くなっ

ています。

【男性の 代・ 代の未婚率の推移】 【女性の 代・ 代の未婚率の推移】

出典：国勢調査

【男女 代・ 代の未婚率の比較（令和２年）】

出典：国勢調査

～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳

平成 年 平成 年 令和２年

～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳

平成 年 平成 年 令和２年

項目 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳

高原町男性

宮崎県男性

全国男性

高原町女性

宮崎県女性

全国女性
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～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳

平成 年 平成 年 令和２年

～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳

平成 年 平成 年 令和２年

項目 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳

高原町男性

宮崎県男性

全国男性

高原町女性

宮崎県女性

全国女性

（７）婚姻件数・離婚件数

本町における婚姻件数は増減しながら推移し、令和４年は 件となってい

ます。人口千人当たりの婚姻率も上下しながら推移し、令和４年は で、県

平均の 、全国平均の に比べ低い水準となっています。

離婚件数は概ね横ばいで推移していましたが、令和４年は大きく増加し

件となっています。人口千人当たりの離婚率は低下傾向で推移していましたが、

令和４年は県平均の 、全国平均の を大きく上回る となっていま

す。

【婚姻件数、婚姻率の推移】

出典：人口動態統計（各年１～ 月）

【離婚件数、離婚率の推移】

出典：人口動態統計（各年１～ 月）

平成 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

件）

婚姻件数 高原町婚姻率 宮崎県婚姻率 全国婚姻率

平成 年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

件）

離婚件数 高原町離婚率 宮崎県離婚率 全国離婚率
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（８）女性の年齢別就業率

令和２年国勢調査によると、本町の女性の年齢別就業率は、Ｍ字型カーブの

底となる ～ 歳、 ～ 歳の就業率が全国平均に比べ高くなっているの

が特徴です。本町の平成 年と令和２年の比較では、 ～ 歳と ～ 歳

で大きく低下し、これ以外の層でも低下している年齢層が多くなっています。

【女性の５歳階級別就業率】

出典：国勢調査

（９）母子・父子世帯数

国勢調査によると、本町の母子世帯は、平成 年の 世帯をピークに減少

傾向にありましたが、令和２年は 世帯で平成 年に比べ増加しています。

父子世帯は、増加傾向にありましたが、令和２年は平成 年に比べ半減し

世帯となっています。

【母子世帯・父子世帯の推移】

出典：国勢調査

平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 令和２年

世帯

母子世帯 父子世帯

～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 歳以上

高原町 平成 年 高原町 令和２年 全国 令和２年 宮崎県 令和２年
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世帯となっています。

【母子世帯・父子世帯の推移】

出典：国勢調査

平成 年 平成 年 平成 年 平成 年 令和２年

世帯

母子世帯 父子世帯

～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 歳以上

高原町 平成 年 高原町 令和２年 全国 令和２年 宮崎県 令和２年

（ ）保育所等と小中学校の児童生徒数

令和６年４月の就学前教育・保育施設の利用児童数は 人で、内訳は、幼

稚園型認定こども園が 人、私立認可保育所が 人、町立保育所が 人、町

内の認可外保育施設が 人、町外の施設が 人となっています。なお、国の認

可による認可保育所は法定定員が 人以上であり、本町の町立保育所は、都道

府県知事が認可する「へき地保育所」です。

また、学校基本調査によると、令和６年５月の小学校児童数は 人、中学

校生徒数は 人となっています。

【保育所等の児童数（令和６年）】

区分 施設名 児童数

幼稚園型 認定こども

園

遍照幼稚園（保育部）

遍照幼稚園（教育部）

私立認可保育所 並木保育園

町立保育所

狭野保育所

広原保育所

後川内保育所

民間の認可外保育施設 出口保育園

町外

合計

【小中学校の児童生徒数（令和６年）】

児童数 生徒数

高原小学校 高原中学校

広原小学校 後川内中学校

狭野小学校 合計

後川内小学校   

合計   
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２ アンケートによる住民ニーズ

本計画の策定にあたって、子育て中の保護者や小中学生、さらに、高校生から

歳までの世代を対象にアンケート調査を行い、住民のニーズ把握に努めました。

調査結果の概要は、以下のとおりです。

【アンケート調査の種類と配布・回収状況】

対象 配布数 回収数 回収率

Ａ 就学前児童の保護者 票 票 ％

Ｂ 小学１～３年生の保護者 票 票 ％

Ｃ 小学４～６年生・中学生の保護者 票 票 ％

Ｄ 小学生４～６年生・中学生本人 票 票 ％

Ｅ 高校生～ 歳の若者 票 票 ％

（１）「就学前児童・小学１～３年生の保護者」へのアンケート調査

～子どもの遊び場の充実が求められている～

《家の近くの子どもの遊び場について日頃感じていること》では、「雨の日に

遊べる場所がない」や「近くに遊び場がない」などが多くなっています。

【子どもの遊び場について感じていること】

近くに遊び場がない

雨の日に遊べる場所がない

思い切り遊ぶために十分な広さがない

遊具などの種類が充実していない

不衛生である

いつも閑散としていて寂しい感じがする

遊具などの設備が古くて危険である

遊び場やその周辺の環境が悪くて、安心して遊べない

遊び場周辺の道路が危険である

遊び場に行っても子どもと同じ年くらい

の遊び仲間がいない

その他

特に必要性を感じない

無回答
就学前

小学生
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２ アンケートによる住民ニーズ

本計画の策定にあたって、子育て中の保護者や小中学生、さらに、高校生から

歳までの世代を対象にアンケート調査を行い、住民のニーズ把握に努めました。

調査結果の概要は、以下のとおりです。

【アンケート調査の種類と配布・回収状況】

対象 配布数 回収数 回収率

Ａ 就学前児童の保護者 票 票 ％

Ｂ 小学１～３年生の保護者 票 票 ％

Ｃ 小学４～６年生・中学生の保護者 票 票 ％

Ｄ 小学生４～６年生・中学生本人 票 票 ％

Ｅ 高校生～ 歳の若者 票 票 ％

（１）「就学前児童・小学１～３年生の保護者」へのアンケート調査

～子どもの遊び場の充実が求められている～

《家の近くの子どもの遊び場について日頃感じていること》では、「雨の日に

遊べる場所がない」や「近くに遊び場がない」などが多くなっています。

【子どもの遊び場について感じていること】

近くに遊び場がない

雨の日に遊べる場所がない

思い切り遊ぶために十分な広さがない

遊具などの種類が充実していない

不衛生である

いつも閑散としていて寂しい感じがする

遊具などの設備が古くて危険である

遊び場やその周辺の環境が悪くて、安心して遊べない

遊び場周辺の道路が危険である

遊び場に行っても子どもと同じ年くらい

の遊び仲間がいない

その他

特に必要性を感じない

無回答
就学前

小学生

～保護者は、多岐にわたる悩みを抱えている～

《子育ての悩み》は、就学前児童の保護者、小学１～３年生の保護者ともに、

１位は「子どもとの時間を十分にとれないこと」となっています。

また、子どものしつけをはじめ、子どもの発達や教育、子育て費用、自分の

時間が持てないことが続いており、子育て中の保護者の悩みは多岐にわたって

います。

【子育ての悩み】

子どもとの接し方に自信が持てないこと

子どもとの時間を十分にとれないこと

自分の時間が持てず、やりたいことが十分できないこと

子どもの発達や教育に関すること

子育てで出費がかさむこと

友だちづきあい（いじめ等を含む）に関すること

登園・登校拒否などの問題について

配偶者・パートナーの協力や理解が得にくいこと

自分の子育てについて、親族・近隣の人・職場など

まわりの見る目が気になること

配偶者・パートナー以外に子育てを手伝ってくれる人がいないこと

子どもを叱りすぎているような気がすること

子育てによる身体の疲れが大きく、子育てのストレスがたまって、

子どもに手を上げたり、世話をしなかったりしてしまうこと

その他

不安なことは特にない

無回答
就学前

小学生
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いずれの指標にも非該当 件 ％

①のみに該当

件 ％

②のみに該当

件 ％

③のみに該当

件 ％

②と③に該当

件 ％

①と③に該当

件 ％

①～③に該当

件 ％

①と②に該当

件 ％

①低所得指標 ②困窮指標

③剥奪指標

（２）「小学４～６年生・中学生の保護者」へのアンケート調査

「小学４～６年生の保護者・中学生の保護者へのアンケート調査」は、子ど

もの生活習慣をたずねるとともに、「こどもの貧困問題」の実態をみるために、

“生活困難世帯”の分析を行いました。“生活困難世帯”は、以下の「低所得指

標」、「困窮指標」、「剥奪指標」の３つの指標のいずれかに該当する世帯とし、

これら１つでも回答がない場合は、世帯区分不明としました。

その結果、今回の調査では、回答世帯の約 ％（ 世帯）が“生活困難世帯”

と区分されました。そのうちの約３割（ 世帯）がひとり親世帯です。

【“生活困難世帯”の判別基準】 【“生活困難世帯”の件数】

指標 判別基準

低所得指標

アンケートでたずねた収入額から算出し

た「等価世帯年収」が「 万円以下」

（※「等価世帯年収」とは、世帯の年間収

入を世帯人数の平方根で割ったもので、

世帯人数の影響をより正確に反映する

ために、平方根で割っています。）

困窮指標

以下の６項目に「頻繁にあった」の回答が

１つ以上該当

① 経済的な理由により必要な「食料」が買

えなかったこと

② 経済的な理由により必要な「衣料」が買

えなかったこと

③ 電気・ガス・水道料金の滞納

④ 電話料金の滞納

⑤ 家賃・住宅ローンの滞納

⑥ 保育料・学級費・給食費・授業料の滞納

剥奪指標

以下の５項目に「与えられていない」の回

答が１つ以上該当

① １日３度の食事

② 必要なときに病院・診療所に行く

③ 季節にあった衣服

④ 遠足・修学旅行等の学校行事への参加

⑤ 希望すれば高校・高専への進学

【“生活困難世帯”の家族類型】

合計 ひとり親
と子

ひとり親
と子と祖
父母等

夫婦と子 夫婦と子
と祖父母
等

その他 無回答

問２’家族類型

全体

生
活
困
難
世
帯

の
判
別

生活困難
世帯

それ以外
の世帯

判別不明
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いずれの指標にも非該当 件 ％

①のみに該当

件 ％

②のみに該当

件 ％

③のみに該当

件 ％

②と③に該当

件 ％

①と③に該当

件 ％

①～③に該当

件 ％

①と②に該当

件 ％

①低所得指標 ②困窮指標

③剥奪指標

（２）「小学４～６年生・中学生の保護者」へのアンケート調査

「小学４～６年生の保護者・中学生の保護者へのアンケート調査」は、子ど

もの生活習慣をたずねるとともに、「こどもの貧困問題」の実態をみるために、

“生活困難世帯”の分析を行いました。“生活困難世帯”は、以下の「低所得指

標」、「困窮指標」、「剥奪指標」の３つの指標のいずれかに該当する世帯とし、

これら１つでも回答がない場合は、世帯区分不明としました。

その結果、今回の調査では、回答世帯の約 ％（ 世帯）が“生活困難世帯”

と区分されました。そのうちの約３割（ 世帯）がひとり親世帯です。

【“生活困難世帯”の判別基準】 【“生活困難世帯”の件数】

指標 判別基準

低所得指標

アンケートでたずねた収入額から算出し

た「等価世帯年収」が「 万円以下」

（※「等価世帯年収」とは、世帯の年間収

入を世帯人数の平方根で割ったもので、

世帯人数の影響をより正確に反映する

ために、平方根で割っています。）

困窮指標

以下の６項目に「頻繁にあった」の回答が

１つ以上該当

① 経済的な理由により必要な「食料」が買

えなかったこと

② 経済的な理由により必要な「衣料」が買

えなかったこと

③ 電気・ガス・水道料金の滞納

④ 電話料金の滞納

⑤ 家賃・住宅ローンの滞納

⑥ 保育料・学級費・給食費・授業料の滞納

剥奪指標

以下の５項目に「与えられていない」の回

答が１つ以上該当

① １日３度の食事

② 必要なときに病院・診療所に行く

③ 季節にあった衣服

④ 遠足・修学旅行等の学校行事への参加

⑤ 希望すれば高校・高専への進学

【“生活困難世帯”の家族類型】

合計 ひとり親
と子

ひとり親
と子と祖
父母等

夫婦と子 夫婦と子
と祖父母
等

その他 無回答

問２’家族類型

全体

生
活
困
難
世
帯

の
判
別

生活困難
世帯

それ以外
の世帯

判別不明

～小学４～６年生・中学生の保護者の最大の悩みは経済的負担～

《子育ての悩み》は、「将来的な教育費など」が最も高く、次いで「生活費な

どの経済的な負担」、「子どものしつけや接し方」、「自分の健康状態」と続き、

経済的なことが上位にあがりました。

また、“生活困難世帯”は、“それ以外の世帯”と比べ、「生活費などの経済的

な負担」や「将来的な教育費など」、「子どもの健康状態」、「自分の健康状態」に

悩む世帯の割合がより高いことがわかりました。

【子育ての悩み】

【生活困難の区分別にみた《子育ての悩み》】

合計 生活費な
どの経済
的な負担

将来的な
教育費な
ど

子どもの
しつけや
接し方

子どもの
健康状態

自分の健
康状態

家事・育
児

仕事 周囲との
人間関係

その他 特にない 無回答

問20　子育ての心配や悩み事

全体

生
活
困
難
世
帯

の
判
別

生活困難
世帯

それ以外
の世帯

判別不明

生活費などの経済的な負担

将来的な教育費など

子どものしつけや接し方

子どもの健康状態

自分の健康状態

家事・育児

仕事

周囲との人間関係

その他

特にない

無回答 小４～中３保護者
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合計 保育料や
学校費用
の軽減

放課後等
の学習支
援

塾の費用
等の貸し
付けや助
成

奨学金制
度の充実

子どもの
居場所づ
くり

就業のた
めの支援
の拡充

住宅支援 生活保護
や就学援
助の拡充

一時的に
必要な資
金を借り
られる支
援

医療や健
康にかか
わるサ
ポート

総合的・
継続的に
相談でき
る窓口

その他 特にない 無回答

問24　子どもにとって必要な支援

全体

生
活
困
難
世
帯

の
判
別

生活困難
世帯

それ以外
の世帯

判別不明

～必要な支援は経済的負担の軽減、健康支援、居場所づくり～

《子どもにとって必要な支援》では、「保育料や学校費用の軽減」が最も多く、

「医療や健康にかかわるサポート」、「奨学金制度の充実」、「子どもの居場所づ

くり」、「放課後等の学習支援」と続きます。

“生活困難世帯”は「保育料や学校費用の軽減」をはじめ、「住宅支援」、「生

活保護や就学援助の拡充」、「一時的に必要な資金を借りられる支援」など多く

の項目で“それ以外の世帯”に比べ、望む割合が高くなっています。

【子どもにとって必要な支援】

【生活困難の区分でみた《子どもにとって必要な支援》】

保育料や学校費用の軽減

放課後等の学習支援

塾の費用等の貸し付けや助成

奨学金制度の充実

子どもの居場所づくり

就業のための支援の拡充

住宅支援

生活保護や就学援助の拡充

一時的に必要な資金を借りられる支援

医療や健康にかかわるサポート

総合的・継続的に相談できる窓口

その他

特にない

無回答 小４～中３保護者
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合計 保育料や
学校費用
の軽減

放課後等
の学習支
援

塾の費用
等の貸し
付けや助
成

奨学金制
度の充実

子どもの
居場所づ
くり

就業のた
めの支援
の拡充

住宅支援 生活保護
や就学援
助の拡充

一時的に
必要な資
金を借り
られる支
援

医療や健
康にかか
わるサ
ポート

総合的・
継続的に
相談でき
る窓口

その他 特にない 無回答

問24　子どもにとって必要な支援

全体

生
活
困
難
世
帯

の
判
別

生活困難
世帯

それ以外
の世帯

判別不明

～必要な支援は経済的負担の軽減、健康支援、居場所づくり～

《子どもにとって必要な支援》では、「保育料や学校費用の軽減」が最も多く、

「医療や健康にかかわるサポート」、「奨学金制度の充実」、「子どもの居場所づ

くり」、「放課後等の学習支援」と続きます。

“生活困難世帯”は「保育料や学校費用の軽減」をはじめ、「住宅支援」、「生

活保護や就学援助の拡充」、「一時的に必要な資金を借りられる支援」など多く

の項目で“それ以外の世帯”に比べ、望む割合が高くなっています。

【子どもにとって必要な支援】

【生活困難の区分でみた《子どもにとって必要な支援》】

保育料や学校費用の軽減

放課後等の学習支援

塾の費用等の貸し付けや助成

奨学金制度の充実

子どもの居場所づくり

就業のための支援の拡充

住宅支援

生活保護や就学援助の拡充

一時的に必要な資金を借りられる支援

医療や健康にかかわるサポート

総合的・継続的に相談できる窓口

その他

特にない

無回答 小４～中３保護者

（３）「小学４～６年生・中学生本人」へのアンケート調査

～小学４～６年生・中学生は様々なことで悩んでいる～

「小学４～６年生本人・中学生本人へのアンケート調査」は、生活習慣、家

族の世話の状況、自分の気持ちなどを把握することを目的に実施しました。

《悩みごととその程度》では、子どもたちは、【 １ 勉強のこと】や【 ２ 自

分の外見のこと】、【 ４ 運動が苦手なこと】など、様々なことで悩んでいる状

況がみてとれます。

【悩みごととその程度】

１ 勉強のこと

２ 自分の外見のこと

３ 自分の体のこと

４ 運動が苦手なこと

５ 学校の友だち・知り合い・先生のこと

６ 学校以外の友だち・知り合い・先生のこと

７ 家族の健康のこと

８ 家族の仲が悪いこと

９ 家のお金のこと

親が厳しいこと

とても悩んでいる 少し、悩んでいる あまり、悩んでいない

まったく、悩んでいない 無回答
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～一部の子に生活習慣の乱れがみられる～

《朝食、就寝、遅刻等生活習慣の状況》では、「朝食を週１～２日しか食べな

い、ほとんど食べない」、「寝る時間がばらばら」、「学校に行きたくなくて、遅

刻等をしてしまう」、「授業中に寝てしまう」、「宿題をやっていかないことがあ

る」といった生活習慣の乱れが一部の子にみられ、そうした状況は、“生活困難

世帯”の子で割合が高い傾向がみられます。

【生活困難の区分でみた《朝食、就寝、遅刻等生活習慣の状況》】

合計 学校に行
きたくな
くて、欠
席や遅
刻、早退
をするこ
とがある

授業中に
寝てしま
うことが
多い

宿題を
やってい
かないこ
とがある

学校では
一人で過
ごすこと
が多い

あてはま
るものは
ない

無回答

問21　学校生活でのできごと

全体

生
活
困
難
世
帯

の
判
別

生活困難
世帯

それ以外
の世帯

判別不明

合計 毎日食べ
る

週５～６
日

週３～４
日

週１～２
日、ほと
んど食べ
ない

無回答

問４(１) 朝食

全体

生
活
困
難
世
帯

の
判
別

生活困難
世帯

それ以外
の世帯

判別不明

ほぼ同じ
時間に寝
ている

だいたい
同じ時間
に寝てい
る

あまり同
じ時間に
寝ること
はない

寝る時間
はいつも
ばらばら
である

無回答

問６　ふだんの就寝時間
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～一部の子に生活習慣の乱れがみられる～

《朝食、就寝、遅刻等生活習慣の状況》では、「朝食を週１～２日しか食べな

い、ほとんど食べない」、「寝る時間がばらばら」、「学校に行きたくなくて、遅

刻等をしてしまう」、「授業中に寝てしまう」、「宿題をやっていかないことがあ

る」といった生活習慣の乱れが一部の子にみられ、そうした状況は、“生活困難

世帯”の子で割合が高い傾向がみられます。

【生活困難の区分でみた《朝食、就寝、遅刻等生活習慣の状況》】

合計 学校に行
きたくな
くて、欠
席や遅
刻、早退
をするこ
とがある

授業中に
寝てしま
うことが
多い

宿題を
やってい
かないこ
とがある

学校では
一人で過
ごすこと
が多い

あてはま
るものは
ない

無回答

問21　学校生活でのできごと

全体

生
活
困
難
世
帯

の
判
別

生活困難
世帯

それ以外
の世帯

判別不明

合計 毎日食べ
る

週５～６
日

週３～４
日

週１～２
日、ほと
んど食べ
ない

無回答

問４(１) 朝食

全体

生
活
困
難
世
帯

の
判
別

生活困難
世帯

それ以外
の世帯

判別不明

ほぼ同じ
時間に寝
ている

だいたい
同じ時間
に寝てい
る

あまり同
じ時間に
寝ること
はない

寝る時間
はいつも
ばらばら
である

無回答

問６　ふだんの就寝時間

～ヤングケアラーの状態の子もみられる～

《世話をしている家族》が「いる」は“小学生”が ％、“中学生”が ％

ありました。

【世話をしている家族の有無】

《家族の世話をしているために困っていること》では、「ひとりで遊んだりの

んびりする時間が少ない」、「寝る時間が少ない」、「友だちと遊ぶ時間が少ない」、

「好きなことにお金が使えない」といった回答があがっています。

【家族の世話をしているために困っていること】

いる

いない

無回答
全体

小学生

中学生

学校を遅刻したり、欠席してしまう

寝る時間が少ない

友だちと遊ぶ時間が少ない

ひとりで遊んだりのんびりする

時間が少ない

宿題ができない

忘れ物が多い

習いごとやクラブ活動などができない

好きなことにお金を使えない

それ以外

無回答

全体

小学生

中学生
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（４）「高校生から 歳までの若者」へのアンケート調査

～２割が「ひきこもり」の状態を少しでも経験している～

「高校生から 歳までの若者へのアンケート調査」では、ひきこもりの状況

や子ども・若者育成支援施策のニーズなどを把握するために実施しました。

《「ひきこもり」の経験の有無とその改善に役立ったこと》については、「そ

のような経験はない」が ％で、「ひきこもり」の状態を少しでも経験してい

る若者は２割にのぼります。「家族や親戚の助け」、「友人の助け」、「病院に行っ

て相談したこと」など、様々なことでそれを改善させており、人間関係づくり

や専門的な相談支援が大切であることがわかります。

【「ひきこもり」の経験の有無とその改善に役立ったこと】

そのような経験はない

家族や親戚の助け

友人の助け

学校の先生に相談したこと

スクールカウンセラーなど学校にいる

専門家に相談したこと

地域の人の助け

病院に行って相談したこと

相談できる場所に行って相談したこと

電話相談を利用したこと

ＳＮＳやメール相談などを利用したこと

同じようにうまくいかなかった経験を

した人に話してみたこと

就職・転職したこと

趣味の活動に参加したこと

時間がたって状況が変化した

自分の努力で乗りこえた

その他

わからない、答えられない

無回答

全体

男

女
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（４）「高校生から 歳までの若者」へのアンケート調査

～２割が「ひきこもり」の状態を少しでも経験している～

「高校生から 歳までの若者へのアンケート調査」では、ひきこもりの状況

や子ども・若者育成支援施策のニーズなどを把握するために実施しました。

《「ひきこもり」の経験の有無とその改善に役立ったこと》については、「そ

のような経験はない」が ％で、「ひきこもり」の状態を少しでも経験してい

る若者は２割にのぼります。「家族や親戚の助け」、「友人の助け」、「病院に行っ

て相談したこと」など、様々なことでそれを改善させており、人間関係づくり

や専門的な相談支援が大切であることがわかります。

【「ひきこもり」の経験の有無とその改善に役立ったこと】

そのような経験はない

家族や親戚の助け

友人の助け

学校の先生に相談したこと

スクールカウンセラーなど学校にいる

専門家に相談したこと

地域の人の助け

病院に行って相談したこと

相談できる場所に行って相談したこと

電話相談を利用したこと

ＳＮＳやメール相談などを利用したこと

同じようにうまくいかなかった経験を

した人に話してみたこと

就職・転職したこと

趣味の活動に参加したこと

時間がたって状況が変化した

自分の努力で乗りこえた

その他

わからない、答えられない

無回答

全体

男

女

～若者の就職支援に高いニーズがある～

《高原町に取り組んでほしい子ども・若者への支援》は、「若者が就職したり、

働き続けられるよう取り組む」、「生活が苦しい子どもや家庭を支援する」、「子

ども・若者が参加しやすいイベントなどの情報を提供する」、「子ども・若者が

ほっとできる居場所を充実する」などがあがっています。

【高原町に取り組んでほしい子ども・若者への支援】

子ども・若者が参加しやすいイベントなどの

情報を提供する

子ども・若者が自分の意見を発表できる場を作る

子ども・若者が地域の活動に参加する

きっかけを作る

子ども・若者がボランティア活動を

できるよう支援する

生活が苦しい子どもや家庭を支援する

子ども・若者が悩みごとや困りごとを

相談できる窓口を充実する

虐待を受けている人、虐待を受けたことの

ある人を支援する

子ども・若者がほっとできる居場所を充実する

学校に行けない人、社会に出られない人が

自立できるよう支援する

学校の教育を充実する

子ども・若者の非行や犯罪の防止に取り組む

若者が就職したり、働き続けられるよう取り組む

結婚を考える若者が結婚できるよう支援する

その他

取り組んでほしいことは特にない

無回答

全体

男

女
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（５）アンケート調査結果から読み取れること

５種類のアンケート調査から、子育て中の保護者をはじめ、子ども・若者の

いずれにも、生活上の様々な悩みを抱えながらも相談などの解決手段につなが

っていないケースがあることがわかりました。

また、生活困難世帯に限らず経済的支援の拡充に対するニーズが高いことや、

子ども・若者の居場所に対するニーズも高いこと、小中学生では、授業のつま

ずきが、子どもの学校での生活にも大きく影響していることがわかりました。

《アンケート調査から読み取れること》

アンケート調査結果 必要な対策

□就学前児童・小学１～３年生の保

護者は、多岐にわたる悩みを抱え

ている

◇保護者の心身のケアを図る施策の推

進

◇保護者の「仕事と生活の調和」を図る

取り組みの強化

◇寄り添う相談支援の推進

□経済的な支援の拡充に対するニ

ーズが高い

□小学４～６年生・中学生のいる世

帯の約 ％が“生活困難世帯”

で、そのうちの３割がひとり親世

帯

◇国の政策も相まって、経済的な支援は

進んでいるが、さらに可能な施策の検

討

◇“生活困難世帯”への一層の支援が必

要

□自宅近くの遊び場や、雨の日に遊

べる場所など、居場所へのニーズ

が高い

□過去に少しでも「ひきこもり」の

状態を経験した若者は２割

◇既存の居場所の利用しやすいしくみ

づくりの推進

◇子ども・若者をはじめ、多世代が交流

する居場所づくり活動の活性化

□一部の子に生活習慣の乱れがみ

られる。ヤングケアラーの状態の

ため、困っている子もいる

◇きめ細かな教育支援の推進

◇ヤングケアラー支援の一層の推進

□子ども・若者支援策としては、「就

職・継続就労」がトップ

◇地域産業の振興による若者の職場づ

くり

◇離職した若者の地域での再就職支援
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（５）アンケート調査結果から読み取れること

５種類のアンケート調査から、子育て中の保護者をはじめ、子ども・若者の

いずれにも、生活上の様々な悩みを抱えながらも相談などの解決手段につなが

っていないケースがあることがわかりました。

また、生活困難世帯に限らず経済的支援の拡充に対するニーズが高いことや、

子ども・若者の居場所に対するニーズも高いこと、小中学生では、授業のつま

ずきが、子どもの学校での生活にも大きく影響していることがわかりました。

《アンケート調査から読み取れること》

アンケート調査結果 必要な対策

□就学前児童・小学１～３年生の保

護者は、多岐にわたる悩みを抱え

ている

◇保護者の心身のケアを図る施策の推

進

◇保護者の「仕事と生活の調和」を図る

取り組みの強化

◇寄り添う相談支援の推進

□経済的な支援の拡充に対するニ

ーズが高い

□小学４～６年生・中学生のいる世

帯の約 ％が“生活困難世帯”

で、そのうちの３割がひとり親世

帯

◇国の政策も相まって、経済的な支援は

進んでいるが、さらに可能な施策の検

討

◇“生活困難世帯”への一層の支援が必

要

□自宅近くの遊び場や、雨の日に遊

べる場所など、居場所へのニーズ

が高い

□過去に少しでも「ひきこもり」の

状態を経験した若者は２割

◇既存の居場所の利用しやすいしくみ

づくりの推進

◇子ども・若者をはじめ、多世代が交流

する居場所づくり活動の活性化

□一部の子に生活習慣の乱れがみ

られる。ヤングケアラーの状態の

ため、困っている子もいる

◇きめ細かな教育支援の推進

◇ヤングケアラー支援の一層の推進

□子ども・若者支援策としては、「就

職・継続就労」がトップ

◇地域産業の振興による若者の職場づ

くり

◇離職した若者の地域での再就職支援

３ 「子ども・子育てプラン」等の推進状況

令和７年度からの「第１期こども計画」を立案するにあたり、令和２～６年度

を計画期間とする「高原町子ども・子育てプラン（第２期子ども・子育て支援事

業計画、第３期高原町次世代育成支援行動計画）」、令和４～６年度を計画期間と

する「高原町子どもの貧困対策推進計画」の推進状況を総括します。

（１）「高原町子ども・子育てプラン」の推進状況

「高原町子ども・子育てプラン」は、７つの基本目標のもと、施策を推進しま

した。

基本目標１ 地域における子育て支援

「基本目標１ 地域における子育て支援」では、令和２～６年度における「教

育・保育施設」（幼稚園・認定こども園・保育所（園）等）の利用者数や、「地域

子ども・子育て支援事業」の利用人数等を見込みました。

令和２～６年度の実績値と「第２期子ども・子育て支援事業計画」で見込ん

だ値の比較表は、「第５章 第３期子ども・子育て支援事業計画」に掲載してい

ますが、「保育所（園）での一時保育」、「ファミリー・サポート・センター」は、

利用見込みを立てたものの、実際の利用はありませんでした。

各教育・保育施設では、それぞれの園の特色を生かした教育・保育を行い、

令和２～４年度にかけての全国的な新型コロナウイルス感染症の流行下にも、

予防措置・感染拡大防止措置をとった上で開園し、教育・保育の確保に努めまし

た。

基本目標２ 母並びに乳幼児等の健康の確保及び増進

「基本目標２ 母並びに乳幼児等の健康の確保及び増進」では、乳幼児健診

など既存の事業に加え、令和４年度から、助産師が心身のケアや育児指導を行

う「産後ケア事業」を開始しました。また、令和５年度からは、切れ目のない妊

娠・出産期支援を強化するため、母子健康手帳交付時に「出産応援ギフト」を、

妊娠中期以降に「出産応援事業補助金」を、赤ちゃん訪問時に「子育て応援ギフ

ト」を提供する取り組みを開始しました。

基本目標３ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備

「基本目標３ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備」では、
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令和２年度に「未来を創る 心豊かでたくましい 高原っ子の育成」という新た

な学校教育目標を設定し、学校・家庭・地域の「横の連携」の強化と、保幼小中

の「縦の接続」の強化に努めながら、様々な教育的課題に取り組んできました。

とりわけ、令和元年 月に始まった国の「ＧＩＧＡスクール構想」に沿い、

一人ひとりに寄り添う、わかる・できる授業づくりをめざして、ＩＣＴを活用し

た指導法の研究を系統的に進めました。

子どもを対象とした生涯学習やスポーツの事業は、令和２～４年度にかけて

は新型コロナウイルス感染症の影響により休止を余儀なくされた事業もありま

したが、その後は順次、再開しています。

基本目標４ 子育てを支援する生活環境の整備

「基本目標４ 子育てを支援する生活環境の整備」については、広原での定

住促進住宅の整備のほか、住宅等取得支援金事業、空き家バンク事業、空き家リ

フォーム事業お試し滞在事業などにより、若者世代が定住しやすい環境づくり

を進めています。

基本目標５ 職業生活と家庭生活の両立の推進

「基本目標５ 職業生活と家庭生活の両立の推進」では、「育児休業・介護休

暇制度等の周知・啓発」、「男性の働き方意識の見直しの啓発」、「男女の雇用機

会と待遇の平等・確保」といった啓発に関する施策があげられています。このう

ち、育児・介護休業法が、「産後パパ育休制度の創設」など、令和４年４・ 月、

令和５年４月と段階的に改正されており、周知に努めました。

基本目標６ 子ども等の安全の確保

「基本目標６ 子ども等の安全の確保」については、「高原町通学路交通安全

プログラム」に基づき、毎年、通学路点検を行い、危険箇所への注意喚起看板の

設置など、随時、対策を進めるなど、安全・安心なまちづくりに向けた取り組み

を進めました。また、「高原町要保護児童等対策地域協議会」の代表者会議・実

務者会議などにより、児童虐待防止にも努めてきました。

基本目標７ 行動計画の推進

「基本目標７ 行動計画の推進」では、「子ども・子育て支援事業計画」は、

計画目標値を見直す場合は、「子ども・子育て会議」で検討することとなってい

ますが、第２期計画期間中は、計画目標値の見直しは実施しませんでした。
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令和２年度に「未来を創る 心豊かでたくましい 高原っ子の育成」という新た

な学校教育目標を設定し、学校・家庭・地域の「横の連携」の強化と、保幼小中

の「縦の接続」の強化に努めながら、様々な教育的課題に取り組んできました。

とりわけ、令和元年 月に始まった国の「ＧＩＧＡスクール構想」に沿い、

一人ひとりに寄り添う、わかる・できる授業づくりをめざして、ＩＣＴを活用し

た指導法の研究を系統的に進めました。

子どもを対象とした生涯学習やスポーツの事業は、令和２～４年度にかけて

は新型コロナウイルス感染症の影響により休止を余儀なくされた事業もありま

したが、その後は順次、再開しています。

基本目標４ 子育てを支援する生活環境の整備

「基本目標４ 子育てを支援する生活環境の整備」については、広原での定

住促進住宅の整備のほか、住宅等取得支援金事業、空き家バンク事業、空き家リ

フォーム事業お試し滞在事業などにより、若者世代が定住しやすい環境づくり

を進めています。

基本目標５ 職業生活と家庭生活の両立の推進

「基本目標５ 職業生活と家庭生活の両立の推進」では、「育児休業・介護休

暇制度等の周知・啓発」、「男性の働き方意識の見直しの啓発」、「男女の雇用機

会と待遇の平等・確保」といった啓発に関する施策があげられています。このう

ち、育児・介護休業法が、「産後パパ育休制度の創設」など、令和４年４・ 月、

令和５年４月と段階的に改正されており、周知に努めました。

基本目標６ 子ども等の安全の確保

「基本目標６ 子ども等の安全の確保」については、「高原町通学路交通安全

プログラム」に基づき、毎年、通学路点検を行い、危険箇所への注意喚起看板の

設置など、随時、対策を進めるなど、安全・安心なまちづくりに向けた取り組み

を進めました。また、「高原町要保護児童等対策地域協議会」の代表者会議・実

務者会議などにより、児童虐待防止にも努めてきました。

基本目標７ 行動計画の推進

「基本目標７ 行動計画の推進」では、「子ども・子育て支援事業計画」は、

計画目標値を見直す場合は、「子ども・子育て会議」で検討することとなってい

ますが、第２期計画期間中は、計画目標値の見直しは実施しませんでした。

（２）「高原町子どもの貧困対策推進計画」の推進状況

「高原町子どもの貧困対策推進計画」は、４本の基本施策を推進しました。

基本施策１ 教育の支援

「基本施策１ 教育の支援」については、幼稚園・認定こども園・保育所（園）

において、令和元年 月から、 ～ 歳児と、住民税非課税世帯の ～ 歳児を対

象とする幼児教育・保育の無償化が実施されています。

また、小中学校では、生活困窮世帯への就学援助（給食費・学用品費・修学旅

行費などの支給）を行っています。

基本施策２ 生活の安定に資するための支援

「基本施策２ 生活の安定に資するための支援」については、令和４年２月か

ら、町が株式会社水ノ月に委託し、月１回以上、子育て家庭に「フードドライブ」

で寄贈された食品を無料で配達する「たかはるぱくぱくわんぱく便」事業を行っ

ています。また、令和４年 月から、株式会社水ノ月の「 みなづき」に先生

を招き、子どもたちが勉強をした後に保護者とおやつを食べて楽しく過ごす「フ

ァミリー学習会」も開催しています。

基本施策３ 保護者の生活・就労支援

「基本施策３ 保護者の生活・就労支援」では、令和元年 月から、役場１階

で、週５日、職業相談・紹介・求人情報の提供を行う「高原町無料職業紹介所」

を開設し、ハローワーク小林や南部福祉こどもセンター等と連携しながら、職業

相談、就労支援に努めています。

基本施策４ 経済的支援

「基本施策４ 経済的支援」については、高原町社会福祉協議会が生活福祉資

金貸付制度を運用しており、令和２～４年度のコロナ禍において、「緊急小口資金

等の特例貸付」や「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の貸付」な

どによる支援を行いました。

また、町においても、コロナ禍における「子育て世帯への臨時特別給付」（令和

３・４年度）、物価高騰等に対する「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活

支援特別給付」（令和４・５年度）などによる支援を行っています。

29



４ 課題の整理

法制度等の状況や、本町の人口等の統計データの動向、アンケート等による住

民ニーズなどから、計画課題を以下のとおり整理します。

（１）時代の変化に対応した育成環境の確保

本町の子どもの人口は減少傾向を続けています。また、全国的な保育人材不

足の深刻化や、新型コロナウイルス感染症の影響による人々のつながりの希薄

化など、子どもの育成、子育て支援をめぐる社会資源の環境も急激に変わりつ

つあります。

こうした時代の変化に対応した施策展開を図っていく必要があります。

（２）住民ニーズへのきめ細かな対応

本計画の策定のために実施したアンケート調査では、「経済的支援の拡充」や

「子どもの遊び場、遊び体験の充実」などに高い意向がみられました。

また、貧困家庭、ヤングケアラーなど、様々な困難を抱えている子ども・子

育て家庭の状況も明らかとなりました。こうした住民ニーズへのきめ細かな対

応を図っていくことが求められます。

（３）施策の継承と発展

本町では、次世代育成支援対策推進法、子ども・子育て支援法といった法制

度改革の流れの中、 年以上にわたり、子ども・子育てに関する計画を策定・

推進してきました。こども基本法による「こども計画」の策定にあたり、これ

らの施策を継承しつつ、子ども・若者育成支援など、多分野へのさらなる展開

を図る施策を構築するとともに、子どもの生活や権利を一番に考えた「こども

まんなか社会」づくりを進めていく必要があります。
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４ 課題の整理

法制度等の状況や、本町の人口等の統計データの動向、アンケート等による住

民ニーズなどから、計画課題を以下のとおり整理します。

（１）時代の変化に対応した育成環境の確保

本町の子どもの人口は減少傾向を続けています。また、全国的な保育人材不

足の深刻化や、新型コロナウイルス感染症の影響による人々のつながりの希薄

化など、子どもの育成、子育て支援をめぐる社会資源の環境も急激に変わりつ

つあります。

こうした時代の変化に対応した施策展開を図っていく必要があります。

（２）住民ニーズへのきめ細かな対応

本計画の策定のために実施したアンケート調査では、「経済的支援の拡充」や

「子どもの遊び場、遊び体験の充実」などに高い意向がみられました。

また、貧困家庭、ヤングケアラーなど、様々な困難を抱えている子ども・子

育て家庭の状況も明らかとなりました。こうした住民ニーズへのきめ細かな対

応を図っていくことが求められます。

（３）施策の継承と発展

本町では、次世代育成支援対策推進法、子ども・子育て支援法といった法制

度改革の流れの中、 年以上にわたり、子ども・子育てに関する計画を策定・

推進してきました。こども基本法による「こども計画」の策定にあたり、これ

らの施策を継承しつつ、子ども・若者育成支援など、多分野へのさらなる展開

を図る施策を構築するとともに、子どもの生活や権利を一番に考えた「こども

まんなか社会」づくりを進めていく必要があります。

第３章 基本構想

１ 基本理念

こども基本法が制定され、「すべてのこどもたちの権利が守られ、将来にわたっ

て幸福な生活を送ることができる『こどもまんなか社会』の実現」がうたわれる

とともに、ライフステージに応じて、大人になるまで切れ目なく健やかな成長を

サポートするまちづくりが要請されています。

本計画では、基本理念を「こどもが主役 ここで育ってよかったと思えるまち

たかはる」と定めます。

子どもは次代を担う社会の宝です。子どもたちの生活と権利が最大限に尊重さ

れ、地域ぐるみで子育てを切れ目なく支援し、子どもも保護者も笑顔で健やかに

成長し、「高原で育って、高原で育てて良かった」と思えるまちづくりを推進して

いきます。

【基本理念】

２ 基本目標

基本理念の下に、３つの基本目標と 本の主要施策を設定します。国の「こど

も大綱」や「宮崎県こども計画」の施策体系をふまえ、基本目標１でライフステ

ージ別の施策展開を位置づけます。

基本目標１ ライフステージに沿った切れ目のない支援

妊娠・出産期から、乳幼児期、学童期、青年期と、子どもの成育過程では、

様々な困難を乗り越えることが求められます。保護者にとっても、子育て期は、

大きな不安を抱える毎日です。その一方、子どもが様々な遊びや学び、体験を

通じて成長し、社会に出ていくことは、関わるすべての人々の喜びであり、財

産です。

このため、すべての子ども・子育て世代が、身体的・精神的・社会的に将来に

わたって幸せな状態で生活を送ることができるよう、様々な関係者が、親身に

寄り添いながら、年齢・発達段階に応じて切れ目なく包括的な相談支援を行い、

こどもが主役

ここで育ってよかったと思えるまち たかはる
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健康をサポートし、地域ぐるみで教育・保育を推進していきます。

〔主要施策〕

１ 寄り添う相談支援の推進 ２ 地域で育てる教育・保育の推進

３ 成育過程を通じた健康づくりの推進 ４ 子ども・若者育成支援の推進

基本目標２ すべての子育て家庭へのきめ細かな支援

共働き家庭や、夜勤・長期出張など不規則な勤務形態の保護者、障がいのあ

る子ども、ひとり親家庭、生活困窮家庭など、子どもや保護者の心身の状況や

置かれる環境は多岐にわたります。また、核家族化の進展や地域のつながりの

希薄化などにより、子どもを授かるまで、乳幼児と触れ合う経験が乏しいまま

に、親になることが増えており、祖父母や近隣の人からの支援、協力を得るこ

とも難しい状況があります。

このため、すべての子育て家庭が、必要なときに、必要な制度・サービスを

受けられる体制づくりを進めていきます。

〔主要施策〕

５ 多様な支援制度・サービスによる子育ての応援

６ 障がいのある子どもへの支援の充実

７ ひとり親家庭支援の推進

８ こどもの貧困対策の推進

基本目標３ 安心できる育成環境づくり

子どもや親子連れは、事故や犯罪、災害に対して弱い立場にあり、見守りや

支援が欠かせません。安心して遊び、家族や友人とゆったり時間を過ごせる居

場所も期待されます。また、子どもや子育て家庭が、意見がなかなか言えない

立場であることを周囲が認識し、意見表明や参加の機会が保障されるとともに、

あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られなければなりません。

このため、地域コミュニティの協力を得ながら、安全・安心の生活環境づく

りを進めるとともに、子どもの意見を尊重し、権利を守る体制づくりを進めま

す。

〔主要施策〕

９ 安全・安心の生活環境づくり

子どもの権利の保障

32



健康をサポートし、地域ぐるみで教育・保育を推進していきます。

〔主要施策〕

１ 寄り添う相談支援の推進 ２ 地域で育てる教育・保育の推進

３ 成育過程を通じた健康づくりの推進 ４ 子ども・若者育成支援の推進

基本目標２ すべての子育て家庭へのきめ細かな支援

共働き家庭や、夜勤・長期出張など不規則な勤務形態の保護者、障がいのあ

る子ども、ひとり親家庭、生活困窮家庭など、子どもや保護者の心身の状況や

置かれる環境は多岐にわたります。また、核家族化の進展や地域のつながりの

希薄化などにより、子どもを授かるまで、乳幼児と触れ合う経験が乏しいまま

に、親になることが増えており、祖父母や近隣の人からの支援、協力を得るこ

とも難しい状況があります。

このため、すべての子育て家庭が、必要なときに、必要な制度・サービスを

受けられる体制づくりを進めていきます。

〔主要施策〕

５ 多様な支援制度・サービスによる子育ての応援

６ 障がいのある子どもへの支援の充実

７ ひとり親家庭支援の推進

８ こどもの貧困対策の推進

基本目標３ 安心できる育成環境づくり

子どもや親子連れは、事故や犯罪、災害に対して弱い立場にあり、見守りや

支援が欠かせません。安心して遊び、家族や友人とゆったり時間を過ごせる居

場所も期待されます。また、子どもや子育て家庭が、意見がなかなか言えない

立場であることを周囲が認識し、意見表明や参加の機会が保障されるとともに、

あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られなければなりません。

このため、地域コミュニティの協力を得ながら、安全・安心の生活環境づく

りを進めるとともに、子どもの意見を尊重し、権利を守る体制づくりを進めま

す。

〔主要施策〕

９ 安全・安心の生活環境づくり

子どもの権利の保障

第４章 こども施策の総合的な展開

基本目標１ ライフステージに沿った切れ目のない支援

基本
目標

 主要施策  個別施策

      

１

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
沿
っ
た
切
れ
目
の
な
い
支
援

 

１ 寄り添う相談支援

の推進

 （１）母子保健・児童福祉に関する
相談支援の推進  

  
（２）学齢期の相談支援の推進

（３）わかりやすい情報提供と
子育て分野のデジタル化の推進

   
 

２ 地域で育てる

教育・保育の推進

 
（１）就学前教育・保育の環境づくり

（２）地域とともに歩む学校教育の推進

（３）放課後・休日の居場所づくり
の推進 

    
 

３ 成育過程を通じた

健康づくりの推進

（成育医療等に

関する計画）

 
（１）妊娠・出産期の健康づくりの推進

（２）乳幼児期の健康づくりの推進

（３）学童期・思春期の健康づくり
の推進 

    
 

４ 子ども・若者育成

支援の推進

（子ども・若者

育成支援計画）

 （１）子ども・若者の成長を支える
地域環境づくり

（２）ひきこもり防止と居場所づくり

 
（３）ヤングケアラーへの支援の推進  

  
（４）学業・就業の再チャレンジの支援  
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主要施策１ 寄り添う相談支援の推進

命を育み、成長を促す子育ての営みは、日々、不安の連続です。妊娠期か

ら大人になるまで、適切な時期に、必要な支援を受けながら、自信を持って

子育てを行い、子どもが健やかに成長できるよう、関係者・関係機関が連携

し、寄り添う相談支援を推進します。

（１）母子保健・児童福祉に関する相談支援の推進

（主担当課係：健康課子育て支援係）

本町では、令和２年４月から、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を

行う拠点として、健康課子育て支援係により、ほほえみ館内に「高原町子育て

世代包括支援センター」を設置し、令和６年４月からは、「高原町こども家庭セ

ンター」として、児童福祉機能を含む強化を図りました。

支援が必要な方にサポートプランを作成し、医療機関や、地域子育て支援セ

ンター、保育所（園）・幼稚園・認定こども園、南部福祉こどもセンターなど関

係機関と連携しながら、きめ細かな相談支援を推進します。

また、電子媒体や文字媒体など、様々な媒体を活用しながら、子育てに関す

るわかりやすい情報提供に努めます。

〔主な事業〕

◆「高原町こども家庭センター」の運営

◆妊婦等包括相談支援事業【地】

◆利用者支援事業【地】

◆健診など母子保健事業での相談支援の実施

◆民生委員・児童委員による相談支援の実施

◆地域子育て支援センターでの相談支援の実施

◆高原町要保護児童対策地域協議会の開催・連絡調整

（※【地】は、地域子ども・子育て支援事業で、第５章に「利用量の見込みと確

保方策」を記載しています。以下同じ。）
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主要施策１ 寄り添う相談支援の推進

命を育み、成長を促す子育ての営みは、日々、不安の連続です。妊娠期か

ら大人になるまで、適切な時期に、必要な支援を受けながら、自信を持って

子育てを行い、子どもが健やかに成長できるよう、関係者・関係機関が連携

し、寄り添う相談支援を推進します。

（１）母子保健・児童福祉に関する相談支援の推進

（主担当課係：健康課子育て支援係）

本町では、令和２年４月から、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を

行う拠点として、健康課子育て支援係により、ほほえみ館内に「高原町子育て

世代包括支援センター」を設置し、令和６年４月からは、「高原町こども家庭セ

ンター」として、児童福祉機能を含む強化を図りました。

支援が必要な方にサポートプランを作成し、医療機関や、地域子育て支援セ

ンター、保育所（園）・幼稚園・認定こども園、南部福祉こどもセンターなど関

係機関と連携しながら、きめ細かな相談支援を推進します。

また、電子媒体や文字媒体など、様々な媒体を活用しながら、子育てに関す

るわかりやすい情報提供に努めます。

〔主な事業〕

◆「高原町こども家庭センター」の運営

◆妊婦等包括相談支援事業【地】

◆利用者支援事業【地】

◆健診など母子保健事業での相談支援の実施

◆民生委員・児童委員による相談支援の実施

◆地域子育て支援センターでの相談支援の実施

◆高原町要保護児童対策地域協議会の開催・連絡調整

（※【地】は、地域子ども・子育て支援事業で、第５章に「利用量の見込みと確

保方策」を記載しています。以下同じ。）

（２）学齢期の相談支援の推進

（主担当課係：教育総務課学校教育係）

主に学齢期の子どもと保護者の相談先は、通学する学校の教職員やスクール

カウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専門職、放課後児童健全育成

事業（放課後児童クラブ）の指導員、さらには主任児童委員などの地域の人々

も含め、多岐にわたります。

また、不登校支援については、高原町中央公民館内に適応指導教室「ひむか

学級」を設置しています。

さらに、指導等において配慮を要する児童生徒に係る情報を共有し、対策の

検討及び実行を通して児童生徒の健全育成を目的とした「育みの会」を設置し

ています。

学校や家庭での人間関係の悩みから、発達上の心配、不登校、いじめ・虐待

など、様々な課題をもつ子どもたち・保護者に対し、関係機関が連携し、一人

ひとりに寄り添う相談支援を推進します。

〔主な事業〕

◆教育相談の実施

◆「ひむか学級」での相談支援の実施

◆配慮を要する児童生徒に係る「育みの会」での情報共有、対策の検討及び実

行
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（３）わかりやすい情報提供と子育て分野のデジタル化の推進

（主担当課係：総合政策課デジタル推進係、健康課子育て支援係）

電子媒体や文字媒体など、様々な媒体を活用しながら、子育てに関するわか

りやすい情報提供に努めます。

また、日本語がわからない子育て家庭に対して、翻訳アプリや絵カード、「や

さしい日本語」版の情報媒体の活用などにより、適切な情報提供に努めます。

さらに、子育て関係の業務の効率化、行政手続の簡素化を図るため、子育て

分野でのデジタル化を推進します。

〔主な事業〕

◆広報たかはるでの子育て関係記事の随時掲載

◆高原町ホームページの随時更新

◆高原町メールサービスでの子育て支援情報の発信

◆日本語がわからない家庭への情報提供体制の強化

◆子育て分野のデジタル化の推進

36



（３）わかりやすい情報提供と子育て分野のデジタル化の推進

（主担当課係：総合政策課デジタル推進係、健康課子育て支援係）

電子媒体や文字媒体など、様々な媒体を活用しながら、子育てに関するわか

りやすい情報提供に努めます。

また、日本語がわからない子育て家庭に対して、翻訳アプリや絵カード、「や

さしい日本語」版の情報媒体の活用などにより、適切な情報提供に努めます。

さらに、子育て関係の業務の効率化、行政手続の簡素化を図るため、子育て

分野でのデジタル化を推進します。

〔主な事業〕

◆広報たかはるでの子育て関係記事の随時掲載

◆高原町ホームページの随時更新

◆高原町メールサービスでの子育て支援情報の発信

◆日本語がわからない家庭への情報提供体制の強化

◆子育て分野のデジタル化の推進

主要施策２ 地域で育てる教育・保育の推進

小中学校、保育所（園）・認定こども園等における教育・保育は、子どもの

健全な心身の発達を図りつつ、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なも

のです。

教職員・保育士教職員などの人材の確保・育成に努め、家庭、学校・園、

地域が連携し、地域ぐるみで、生きる力を育む教育・保育を推進します。

（※「就学前教育・保育の利用量の見込みと提供体制の確保方策」の詳細は、「第

５章 第３期子ども・子育て支援事業計画」に記載します。）

（※学校教育の詳細は、「高原町教育振興基本計画 後期基本計画」（令和５～９

年度）に記載しています。）

（１）就学前教育・保育の環境づくり

（主担当課係：健康課子育て支援係）

保育所（園）・認定こども園等では、教職員・保育士などの人材の確保・育成

に努め、身近な体験を通した人や自然を大切にする心を育てる教育・保育を推

進するとともに、低年齢からの受け入れや長時間の保育など、仕事と子育ての

両立をかなえる体制の確保に努めます。

〔主な事業〕

◆保育所（園）・認定こども園でのきめ細かな教育・保育の提供

◆高原町保育士就職支援事業

（２）地域とともに歩む学校教育の推進

（主担当課係：教育総務課学校教育係）

学校教育では、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」をバランスよく育て

るとともに、変化の激しい社会を生き抜くため、自ら学び、自ら考え、主体的

に判断、行動し、問題を解決する資質や能力の育成を図ります。

また、就学前から小学校、小学校から中学校へと成長していく中で、連続性

や発展性のある学びを推進するとともに、学校と地域の協働活動による地域ぐ

るみの教育を推進します。
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〔主な事業〕

◆「高原町教育振興基本計画 後期基本計画」に基づく施策・事業の推進

◆地域学校協働活動の推進

（コミュニティ・スクール（学校運営協議会）の令和８年度開始）

◆小中一貫教育の推進（小中一貫教育校の令和８年度開校）

◆保幼認小接続の推進

（３）放課後・休日の居場所づくりの推進

（主担当課係：健康課子育て支援係、教育総務課社会教育係）

本町では、放課後や休日の居場所として、共働き家庭の子どもの居場所であ

る「放課後児童クラブ」や、地域住民の協力を得て体験活動などを行っている

ほか、図書室・公園などの公共施設で過ごす子どもたちもいます。また、ボラ

ンティアによって飲食の無料提供や学習支援などを行う活動も広がりつつあり

ます。

子どもたちが、放課後や休日を安心・安全に過ごし、多様な体験や活動がで

きるよう、これらの居場所の環境づくりを進めます。

〔主な事業〕

◆放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

◆高原町中央公民館図書室での子どもの読書活動の推進

◆子どもの居場所づくり支援事業（こども家庭庁補助事業）
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〔主な事業〕

◆「高原町教育振興基本計画 後期基本計画」に基づく施策・事業の推進

◆地域学校協働活動の推進

（コミュニティ・スクール（学校運営協議会）の令和８年度開始）

◆小中一貫教育の推進（小中一貫教育校の令和８年度開校）

◆保幼認小接続の推進

（３）放課後・休日の居場所づくりの推進

（主担当課係：健康課子育て支援係、教育総務課社会教育係）

本町では、放課後や休日の居場所として、共働き家庭の子どもの居場所であ

る「放課後児童クラブ」や、地域住民の協力を得て体験活動などを行っている

ほか、図書室・公園などの公共施設で過ごす子どもたちもいます。また、ボラ

ンティアによって飲食の無料提供や学習支援などを行う活動も広がりつつあり

ます。

子どもたちが、放課後や休日を安心・安全に過ごし、多様な体験や活動がで

きるよう、これらの居場所の環境づくりを進めます。

〔主な事業〕

◆放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

◆高原町中央公民館図書室での子どもの読書活動の推進

◆子どもの居場所づくり支援事業（こども家庭庁補助事業）

主要施策３ 成育過程を通じた健康づくりの推進

すべての子どもの健やかな成長発達と保護者の健康維持・増進に向けて、

妊娠・出産期からの、子どもの成長に応じた切れ目のない健康づくり支援を

進めます。

（※詳細は、「第６章 成育医療等に関する計画」に記載します。）

主要施策４ 子ども・若者育成支援の推進

若者の個性や多様性が尊重され、尊厳が重んぜられ、自己肯定感を持ち、

自分らしく、一人ひとりが思う幸福な生活ができるよう、従前からの教育、

福祉、雇用といった分野ごとの取り組みに「思春期・青年期の若者の育成支

援」という視点を加え、分野横断的な取り組みを進めます。

（※詳細は、「第９章 子ども・若者育成支援計画」に記載します。）
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基本目標２ すべての子育て家庭へのきめ細かな支援

基本
目標

 主要施策  個別施策

      

２

す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
へ
の
き
め
細
か
な
支
援

 

５ 多様な支援制度・

サービスによる

子育ての応援

 
（１）多様な交流機会づくり  

  
（２）多様な保育ニーズへの対応

（３）経済的負担の軽減 
    
 

６ 障がいのある子ども

への支援の充実

 
（１）療育・発達支援の充実

（２）特別支援教育・障がい児保育
の推進

（３）福祉サービスの充実 
    
 

７ ひとり親家庭

支援の推進

（ひとり親家庭

自立促進計画）

 （１）必要な支援につながる相談支援
の推進

（２）就業支援の推進

（３）生活支援の推進 
    
 

８ こどもの貧困

対策の推進

（こどもの貧困

対策計画）

 
（１）状況把握と相談支援の推進

（２）子どもの居場所づくり

（３）就業や生活への支援の推進 
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基本目標２ すべての子育て家庭へのきめ細かな支援

基本
目標

 主要施策  個別施策

      

２

す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
へ
の
き
め
細
か
な
支
援

 

５ 多様な支援制度・

サービスによる

子育ての応援

 
（１）多様な交流機会づくり  

  
（２）多様な保育ニーズへの対応

（３）経済的負担の軽減 
    
 

６ 障がいのある子ども

への支援の充実

 
（１）療育・発達支援の充実

（２）特別支援教育・障がい児保育
の推進

（３）福祉サービスの充実 
    
 

７ ひとり親家庭

支援の推進

（ひとり親家庭

自立促進計画）

 （１）必要な支援につながる相談支援
の推進

（２）就業支援の推進

（３）生活支援の推進 
    
 

８ こどもの貧困

対策の推進

（こどもの貧困

対策計画）

 
（１）状況把握と相談支援の推進

（２）子どもの居場所づくり

（３）就業や生活への支援の推進 

主要施策５ 多様な支援制度・サービスによる子育ての応援

就業や生活スタイルの多様化や、地域のつながりの希薄化などにより、子

育てに積極的に取り組む家庭がある一方で、子育てに不安や負担感をもち、

地域から孤立しがちな家庭もあります。

子育て家庭を取り巻く環境が変化する中、子育て当事者が、健康で自己肯

定感とゆとりを持って、子どもに向き合えるよう、多様な支援制度・サービ

スの充実に努めます。

（１）多様な交流機会づくり

（主担当課係：健康課子育て支援係）

子育て家庭が地域で孤立せず、様々な支援をスムーズに受けられるように、

親子のふれ合いを促進する事業や子育て家庭同士の交流や情報交換の場づくり

などを推進します。

〔主な事業〕

◆地域子育て支援センターでの交流事業【地】

◆乳幼児もぐもぐ大すき教室

◆育児学級

◆各保育所（園）・認定こども園での交流事業

◆各児童クラブでの交流事業

（２）多様な保育ニーズへの対応

（主担当課係：健康課子育て支援係）

家庭での保育が一時的にできなくなった時のセーフティネットとして、既存

の一時預かり保育、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター、子育

て短期支援事業の提供体制の確保と利用促進を図るとともに、就労要件を問わ

ず、３歳未満児を保育所（園）などで受け入れる「こども誰でも通園制度（乳児

等通所支援事業）」を実施し、多様な保育ニーズへの対応強化を図ります。

〔主な事業〕

◆こども誰でも通園制度（乳児等通所支援事業）

◆一時預かり保育事業【地】

◆病児・病後児保育事業【地】
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◆ファミリー・サポート・センター事業【地】

◆子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）【地】

（３）経済的負担の軽減

（主担当課係：健康課子育て支援係、教育総務課学校教育係）

子育てに関する負担軽減を図るため、児童手当など、国・県等の制度に基づ

く経済的支援を行うとともに、出産応援事業補助金など、町独自の制度の充実

に努めます。

〔主な事業〕

◆児童手当

◆児童扶養手当

◆特別児童扶養手当

◆出産・子育て応援給付金事業（国事業）

◆遠方の産婦人科受診にかかる交通費支援（出産応援事業補助金、出産サポー

ト１１９）

◆国民健康保険の出産育児一時金制度

◆小中学校の就学援助

◆小中学校給食費補助

◆子ども医療費助成

◆ひとり親家庭医療費助成

◆子宮頸がんワクチン任意接種助成

◆国民健康保険の不妊治療保険給付

◆妊活スタート応援事業
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◆ファミリー・サポート・センター事業【地】

◆子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）【地】

（３）経済的負担の軽減

（主担当課係：健康課子育て支援係、教育総務課学校教育係）

子育てに関する負担軽減を図るため、児童手当など、国・県等の制度に基づ

く経済的支援を行うとともに、出産応援事業補助金など、町独自の制度の充実

に努めます。

〔主な事業〕

◆児童手当

◆児童扶養手当

◆特別児童扶養手当

◆出産・子育て応援給付金事業（国事業）

◆遠方の産婦人科受診にかかる交通費支援（出産応援事業補助金、出産サポー

ト１１９）

◆国民健康保険の出産育児一時金制度

◆小中学校の就学援助

◆小中学校給食費補助

◆子ども医療費助成

◆ひとり親家庭医療費助成

◆子宮頸がんワクチン任意接種助成

◆国民健康保険の不妊治療保険給付

◆妊活スタート応援事業

主要施策６ 障がいのある子どもへの支援の充実

障がいのある子どもが抱える課題やニーズは多様化しており、一人ひとり

の障がいの特性や、取り巻く環境に応じた個別的な支援が必要です。

障がいや発達上の課題の早期発見・早期療育を図るとともに、一人ひとり

の特性に沿ってライフステージごとに能力を伸ばす特別支援教育・障がい児

保育の推進、福祉サービスの提供に努めます。

（※障がい児施策の詳細は「高原町障がい福祉総合計画」（令和６～ 年度）に、

学校教育の詳細は「高原町教育振興基本計画 後期基本計画」（令和５～９年

度）に記載しています。）

（１）療育・発達支援の充実

（主担当課係：福祉課福祉係、健康課子育て支援係）

乳幼児健診などの母子保健事業や、保育所（園）・認定こども園での教育・保

育などにおいて、発達上の課題がみられる子どもを早期に発見するとともに、

必要に応じて専門療育につなぎ、関係機関が連携しながら、困りごとの解決や

将来の自立・社会参加に向けた療育・発達支援を推進していきます。

本町では４・５歳児成長発達調査事業を実施していますが、 歳児健診が法定

化される見込みであり、本町における実施体制づくりを進めます。

〔主な事業〕

◆母子保健事業等での発育・発達に関する支援の推進

◆４～５歳児成長発達調査事業

◆むじっ子成長発達相談会

（２）特別支援教育・障がい児保育の推進

（主担当課係：健康課子育て支援係、教育総務課学校教育係）

教職員・保育士等の障がい・発達に関する知識・技術の向上を図るとともに、

必要な支援員等の配置、施設・設備の障壁の解消に努め、「個別の支援計画・指

導計画」等に基づき、児童・生徒一人ひとりへのきめ細かな特別支援教育・障

がい児保育を推進します。

〔主な事業〕

◆「個別の支援計画・指導計画」に基づく特別支援教育の推進
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◆特別支援教育支援員の配置

◆保育所（園）・認定こども園における障がいのある子どもの受け入れの推進

（３）障がい福祉サービス・障がい児福祉サービスの充実

（主担当課係：福祉課福祉係）

障がいのある子どもが健やかに成長できるよう、また、家族の介助負担の軽

減が図れるよう、障がい児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、

居宅介護など、障がい福祉サービス・障がい児福祉サービスの提供体制の確保・

充実に努めます。

〔主な事業〕

◆福祉サービスの提供体制の確保・充実

主要施策７ ひとり親家庭支援の推進

ひとり親家庭が抱える様々な課題や個別ニーズに対応するため、児童扶養

手当等による経済的支援のほか、各家庭の状況に応じて、就労支援、生活支

援など、必要な支援をきめ細かく進めます。

（※詳細は、「第７章 ひとり親家庭自立促進計画」に記載します。）

主要施策８ こどもの貧困対策の推進

わが国では、「貧困線」（等価可処分所得の中央値の半分）に満たない「相

対的貧困世帯」の 歳以下の子どもが１割以上にのぼります。

子どもの貧困は、経済的な困窮にとどまらず、学習面や生活面、心理面な

ど様々な面において、子どものその後の人生に影響を及ぼします。こうした

「貧困の連鎖」を断ち切るため、子育てや貧困の問題を家庭のみの責任とす

るのではなく、地域全体で解決するため、状況把握と相談支援の推進、孤立

防止、生活支援など総合的な取り組みを推進します。

（※詳細は、「第８章 こどもの貧困対策計画」に記載します。）
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◆特別支援教育支援員の配置

◆保育所（園）・認定こども園における障がいのある子どもの受け入れの推進

（３）障がい福祉サービス・障がい児福祉サービスの充実

（主担当課係：福祉課福祉係）

障がいのある子どもが健やかに成長できるよう、また、家族の介助負担の軽

減が図れるよう、障がい児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、

居宅介護など、障がい福祉サービス・障がい児福祉サービスの提供体制の確保・

充実に努めます。

〔主な事業〕

◆福祉サービスの提供体制の確保・充実

主要施策７ ひとり親家庭支援の推進

ひとり親家庭が抱える様々な課題や個別ニーズに対応するため、児童扶養

手当等による経済的支援のほか、各家庭の状況に応じて、就労支援、生活支

援など、必要な支援をきめ細かく進めます。

（※詳細は、「第７章 ひとり親家庭自立促進計画」に記載します。）

主要施策８ こどもの貧困対策の推進

わが国では、「貧困線」（等価可処分所得の中央値の半分）に満たない「相

対的貧困世帯」の 歳以下の子どもが１割以上にのぼります。

子どもの貧困は、経済的な困窮にとどまらず、学習面や生活面、心理面な

ど様々な面において、子どものその後の人生に影響を及ぼします。こうした

「貧困の連鎖」を断ち切るため、子育てや貧困の問題を家庭のみの責任とす

るのではなく、地域全体で解決するため、状況把握と相談支援の推進、孤立

防止、生活支援など総合的な取り組みを推進します。

（※詳細は、「第８章 こどもの貧困対策計画」に記載します。）

基本目標３ 安心できる育成環境づくり

基本
目標

 主要施策  個別施策

      

３

安
心
で
き
る
育
成
環
境
づ
く
り

 

９ 安全・安心の

生活環境づくり

 
（１）防犯・交通安全の推進  

  
（２）危機管理対策の推進

（３）子育てにやさしい住環境づくり 
    

子どもの権利の保障

 （１） 要保護児童・要支援児童対策
の推進

（２）男女共同参画による子育ての推進

 （３）子どもの権利を守るまちづくり
の推進  

  （４）政策形成過程への子どもの意見
の反映  

主要施策９ 安全・安心の生活環境づくり

子どもや子育て家庭が事件や事故に巻き込まれず、大規模災害等が起こっ

ても生命・身体・財産を守れるよう、防犯・交通安全の推進、危機管理対策

の推進を図ります。

また、子どもたちが元気に屋外遊びを行い、親子連れで安全に外出できる

よう、公園など、公共空間の魅力づくりや危険回避措置の実施に努めます。

（１）防犯・交通安全の推進

（主担当課係：総務課危機管理係、教育総務課学校教育係）

各種地域団体や警察など関係機関の協力を得ながら、登下校時の見守り活動

や防犯パトロールなどの啓発活動を進めるとともに、防犯設備の整備を促進し、

地域防犯力の向上に努めます。

また、各種地域団体や警察など関係機関の協力を得ながら、交通安全教育・

啓発活動を進めるとともに、教育総務課において通学路の危険箇所の調査を主

導し、関係機関とともに対策を計画的に進めていきます。
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〔主な事業〕

◆地域防犯・交通安全教育の推進

◆防犯設備の整備促進

◆防犯パトロール等の実施

◆通学路合同点検対策会議の実施

（２）危機管理対策の推進

（主担当課係：総務課危機管理係、福祉課福祉係、健康課子育て支援係、

教育総務課学校教育係）

小中学校、保育所（園）・認定こども園、その他子どもが利用する公共施設等

において、大規模災害を想定した避難計画の随時更新、避難訓練・防災教育の

推進に努めるとともに、備蓄・通信環境の改善など、必要な対策の実施を促進

していきます。

また、在宅の障がい児など、災害時要配慮者・避難行動要支援者に対して、

関係機関の協力のもと、個別避難計画の策定と、命を守る対策を進めるととも

に、妊産婦・乳幼児など要配慮者の避難所での受け入れ環境の強化を図ります。

（※危機管理対策の詳細は、「高原町地域防災計画」、「高原町業務継続計画（Ｂ

ＣＰ）」、「高原町国土強靭化地域計画」など各分野別計画に記載しています。）

〔主な事業〕

◆小中学校、保育所（園）・認定こども園等での避難訓練・防災教育の推進

◆個別避難計画の策定・随時更新

46



〔主な事業〕

◆地域防犯・交通安全教育の推進

◆防犯設備の整備促進

◆防犯パトロール等の実施

◆通学路合同点検対策会議の実施

（２）危機管理対策の推進

（主担当課係：総務課危機管理係、福祉課福祉係、健康課子育て支援係、

教育総務課学校教育係）

小中学校、保育所（園）・認定こども園、その他子どもが利用する公共施設等

において、大規模災害を想定した避難計画の随時更新、避難訓練・防災教育の

推進に努めるとともに、備蓄・通信環境の改善など、必要な対策の実施を促進

していきます。

また、在宅の障がい児など、災害時要配慮者・避難行動要支援者に対して、

関係機関の協力のもと、個別避難計画の策定と、命を守る対策を進めるととも

に、妊産婦・乳幼児など要配慮者の避難所での受け入れ環境の強化を図ります。

（※危機管理対策の詳細は、「高原町地域防災計画」、「高原町業務継続計画（Ｂ

ＣＰ）」、「高原町国土強靭化地域計画」など各分野別計画に記載しています。）

〔主な事業〕

◆小中学校、保育所（園）・認定こども園等での避難訓練・防災教育の推進

◆個別避難計画の策定・随時更新

（３）子育てにやさしい住環境づくり

（主担当課係：総合政策課企画政策係、産業創生課商工観光係、

建設水道課建設係、教育総務課社会教育係）

公園は、四季折々の緑や花を眺めながら、親子連れや子ども同士で体を動か

したり、ゆったり過ごすことができる重要な場所です。遊具など施設・設備の

安全確保に努めるとともに、計画的な整備・維持管理に努めます。

また、公共交通は、子どもの通学や子育て世帯の通勤、買物、通院等に不可

欠であるとともに、若者のひきこもり防止などの視点でも重要であり、交通事

業者の協力を得ながら利便性の向上に努めます。

（※公園整備の詳細は、「高原町都市計画マスタープラン」（令和３～ 年度）、

「高原町公共施設等総合管理計画（改訂版）」（令和４～８年度）などに、公

共交通施策の詳細は、「高原町地域公共交通計画」（令和６～ 年度）に記載

しています。）

〔主な事業〕

◆公園の適正な維持管理と計画的な整備・長寿命化の推進

◆子ども・子育ての視点に立った地域公共交通対策の推進
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主要施策 子どもの権利の保障

こども基本法では、児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）の考え

方をふまえ、「差別の禁止と基本的人権の尊重」、「適切に育てられる権利の保

障」、「意見表明や社会参画の機会の保障」といった基本理念が掲げられてい

ます。

法や条約の趣旨や内容を広く周知し、地域全体で共有を図るとともに、要

保護児童・要支援児童対策、男女共同参画による子育ての推進など、権利を

守る施策を推進します。

（１）要保護児童・要支援児童対策の推進

（主担当課係：健康課子育て支援係）

虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童・要支援児童を早期に適

切に保護・支援するため、本町では、要保護児童対策地域協議会を運営し、関

係機関が協力して保護・支援を進めています。

今後も、「要保護児童」（虐待を受けている子どもや、親が家出、死亡など養

育困難な状況にある子ども、家庭環境などに起因して非行や情緒障がいを有す

る子どもなど）、「要支援児童」（親の育児不安、障がいなどで不適切な養育環境

にある子ども）を見守り活動や相談活動により早期に発見し、必要な支援につ

なげていきます。

〔主な事業〕

◆高原町要保護児童等対策地域協議会の運営

（２）男女共同参画による子育ての推進

（主担当課係：総務課行政係、教育総務課学校教育係）

「男は仕事、女は家庭」という固定的な性別役割分担を是正し、母親の育児

負担の軽減を図ることは、家庭内での子どもの最善の利益につながります。

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」がとれた男女共同参画に

よる子育てを促進するため、男性の育児休業の取得促進など、民間事業所や公

共団体における働き方改革の推進を働きかけるとともに、学校教育や生涯学習

の場で男女共同参画についての学習を進めていきます。

（※男女共同参画施策の詳細は、「第２次高原町男女共同参画基本計画」（令和

６年度～）に記載しています。）
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主要施策 子どもの権利の保障

こども基本法では、児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）の考え

方をふまえ、「差別の禁止と基本的人権の尊重」、「適切に育てられる権利の保

障」、「意見表明や社会参画の機会の保障」といった基本理念が掲げられてい

ます。

法や条約の趣旨や内容を広く周知し、地域全体で共有を図るとともに、要

保護児童・要支援児童対策、男女共同参画による子育ての推進など、権利を

守る施策を推進します。

（１）要保護児童・要支援児童対策の推進

（主担当課係：健康課子育て支援係）

虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童・要支援児童を早期に適

切に保護・支援するため、本町では、要保護児童対策地域協議会を運営し、関

係機関が協力して保護・支援を進めています。

今後も、「要保護児童」（虐待を受けている子どもや、親が家出、死亡など養

育困難な状況にある子ども、家庭環境などに起因して非行や情緒障がいを有す

る子どもなど）、「要支援児童」（親の育児不安、障がいなどで不適切な養育環境

にある子ども）を見守り活動や相談活動により早期に発見し、必要な支援につ

なげていきます。

〔主な事業〕

◆高原町要保護児童等対策地域協議会の運営

（２）男女共同参画による子育ての推進

（主担当課係：総務課行政係、教育総務課学校教育係）

「男は仕事、女は家庭」という固定的な性別役割分担を是正し、母親の育児

負担の軽減を図ることは、家庭内での子どもの最善の利益につながります。

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」がとれた男女共同参画に

よる子育てを促進するため、男性の育児休業の取得促進など、民間事業所や公

共団体における働き方改革の推進を働きかけるとともに、学校教育や生涯学習

の場で男女共同参画についての学習を進めていきます。

（※男女共同参画施策の詳細は、「第２次高原町男女共同参画基本計画」（令和

６年度～）に記載しています。）

〔主な事業〕

◆事業所等への男女共同参画の啓発

◆男女共同参画学習の推進

（３）子どもの権利を守るまちづくりの推進

（主担当課係：教育総務課学校教育係・社会教育係）

いじめや児童虐待など、子どもの権利侵害を未然に防ぐとともに、事案が発

生した際には関係機関が連携し、早期対応・早期解決をめざす、子どもの権利・

生活を守るまちづくりを推進します。

全国的には、市町村においても、「こどもの権利条例」の制定や「中立的な相

談救済機関」の設置が進みつつあり、本町においても、そうした制度・しくみ

の必要性を検討していきます。

〔主な事業〕

◆高原町いじめ防止基本方針・各小中学校いじめ防止基本方針に基づく取り組

みの推進

◆人権教育・人権学習の推進

◆子どもの権利を守る制度の研究

（４）政策形成過程への子どもの意見の反映

（主担当課係：総合政策課企画政策係、健康課子育て支援係、

教育総務課学校教育係）

子どもの意見を聴き、政策に反映することは、ニーズに沿った施策展開のた

めに望ましいだけでなく、自分たちの声によって社会に変化をもたらすという

経験を通して、社会の一員としての主体性を高めることにもつながります。

このため、町政の推進にあたって、可能な限り、子どもの意見を聴く機会の

確保に努めるとともに、意見反映の状況や、反映が難しい場合にはその理由を

含め、反映のプロセスをわかりやすくフィードバックしていきます。

〔主な事業〕

◆子ども未来議会等子どもの意見を聴く機会づくりの推進
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第５章 第３期子ども・子育て支援事業計画

子ども・子育て支援法では、計画期間の各年度における「教育・保育施設の利

用量」（幼稚園・認定こども園・保育所等の利用者数）の見込み（需要量）と、「地

域子ども・子育て支援事業」の量の見込み（需要量）、それらに対する確保内容（供

給量の見込み）について、子ども・子育て支援事業計画に記載することが必須と

されています。

サービス利用実績や今後のサービス提供体制の見込みなどをもとに、以下のと

おり、量の見込みと確保内容を設定します。

なお、実人数は年度当初を基準とし、延べ人数（回数）は４月から翌３月までの

期間の合計値です。令和６年度値は、令和６年上半期の動向をふまえた見込値で

す。

１ 「教育・保育施設の利用量」の見込みと確保内容

平成 年度から、国の｢子ども・子育て支援新制度｣がスタートし、幼稚園や保

育所の利用にあたっては、教育･保育の必要性に応じた「支給認定」（令和元年

月から「教育・保育給付認定」に名称変更）を受けることとなりました。

また、幼児教育･保育の無償化開始に伴い、新制度に移行していない幼稚園など、

「教育・保育給付認定」以外で無償化のための認定が必要な施設・サービスがあ

るため、「施設等利用給付認定」が創設されました。

次の６つの区分の認定に応じて、施設や事業などの利用先が異なります。

【教育・保育給付認定の区分】

認定区分 対象となる子ども 対象施設･事業

教
育
・
保
育
給
付

１号認定 満３歳以上の２号認定以外の子ども
幼稚園

認定こども園 教育部

２号認定

満３歳以上の就学前の子どもで､保護者

の就労や疾病等の事由で､家庭での保育

が困難な子ども

認可保育所

認定こども園 保育部

３号認定

満３歳未満であって､保護者の就労や疾

病等の事由で､家庭での保育が困難な子

ども

認可保育所

認定こども園 保育部

小規模保育等
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第５章 第３期子ども・子育て支援事業計画

子ども・子育て支援法では、計画期間の各年度における「教育・保育施設の利

用量」（幼稚園・認定こども園・保育所等の利用者数）の見込み（需要量）と、「地

域子ども・子育て支援事業」の量の見込み（需要量）、それらに対する確保内容（供

給量の見込み）について、子ども・子育て支援事業計画に記載することが必須と

されています。

サービス利用実績や今後のサービス提供体制の見込みなどをもとに、以下のと

おり、量の見込みと確保内容を設定します。

なお、実人数は年度当初を基準とし、延べ人数（回数）は４月から翌３月までの

期間の合計値です。令和６年度値は、令和６年上半期の動向をふまえた見込値で

す。

１ 「教育・保育施設の利用量」の見込みと確保内容

平成 年度から、国の｢子ども・子育て支援新制度｣がスタートし、幼稚園や保

育所の利用にあたっては、教育･保育の必要性に応じた「支給認定」（令和元年

月から「教育・保育給付認定」に名称変更）を受けることとなりました。

また、幼児教育･保育の無償化開始に伴い、新制度に移行していない幼稚園など、

「教育・保育給付認定」以外で無償化のための認定が必要な施設・サービスがあ

るため、「施設等利用給付認定」が創設されました。

次の６つの区分の認定に応じて、施設や事業などの利用先が異なります。

【教育・保育給付認定の区分】

認定区分 対象となる子ども 対象施設･事業

教
育
・
保
育
給
付

１号認定 満３歳以上の２号認定以外の子ども
幼稚園

認定こども園 教育部

２号認定

満３歳以上の就学前の子どもで､保護者

の就労や疾病等の事由で､家庭での保育

が困難な子ども

認可保育所

認定こども園 保育部

３号認定

満３歳未満であって､保護者の就労や疾

病等の事由で､家庭での保育が困難な子

ども

認可保育所

認定こども園 保育部

小規模保育等

【施設等利用給付認定の区分】

認定区分（給付要件） 対象施設･事業

施
設
等
利
用
給
付

新１号

認定

満３歳以上の小学校就学前の子どもで

あって､新２号認定･新３号認定以外の

子ども

幼稚園､特別支援学校幼稚部等

新２号

認定

満３歳に達する日以後最初の３月 日を経

過した小学校就学前の子どもであって､

保護者の就労や疾病等の事由で､家庭で

の保育が困難な子ども

認定こども園､幼稚園､特別支援

学校幼稚部

満３歳入園児は新３号。年少児か

らは新２号

認可外保育施設､預かり保育事

業､一時預かり事業､病児保育事

業､ファミリー･サポート･セン

ター事業

２歳児まで新３号､３歳児から

は新２号

新３号

認定

満３歳に達する日以後最初の３月 日

までの間にある小学校就学前の子ども

であって､保護者の就労や疾病等の事由

で､家庭での保育が困難な子どものうち､

保護者及び同一世帯員が､市町村民税世

帯非課税者であるもの

認定区分ごとの量の見込みと確保内容は、以下のとおりです。なお、新１号認

定、新２号認定、新３号認定もそれぞれ１号認定、２号認定、３号認定に含めて

います。

（１ １）３号認定（０歳児）

３号認定（０歳児）の利用量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以

下のとおりです。

【３号認定（０歳児）の利用の見込みと確保内容】

（単位：人／月）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容
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（１ ２）３号認定（１～２歳児）

３号認定（１～２歳児）の利用量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、

以下のとおりです。第３期計画から、１歳児と２歳児に分けて算出することと

なりました。

【３号認定（１～２歳児）の利用の見込みと確保内容】

（単位：人／月）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

【うち、３号認定（１歳児）】

（単位：人／月）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

【うち、３号認定（２歳児）】

（単位：人／月）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容
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（１ ２）３号認定（１～２歳児）

３号認定（１～２歳児）の利用量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、

以下のとおりです。第３期計画から、１歳児と２歳児に分けて算出することと

なりました。

【３号認定（１～２歳児）の利用の見込みと確保内容】

（単位：人／月）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

【うち、３号認定（１歳児）】

（単位：人／月）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

【うち、３号認定（２歳児）】

（単位：人／月）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

（２）２号認定

（３～５歳児の保育所・認定こども園保育部利用）

２号認定による利用量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以下のと

おりです。

【２号認定による利用の見込みと確保内容】

（単位：人／月）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

（３）１号認定

（３～５歳児の幼稚園・認定こども園幼稚部利用）

１号認定による利用量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以下のと

おりです。

【１号認定による利用の見込みと確保内容】

（単位：人／月）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

（４）合計

０～５歳児、１～３号認定を合計すると、以下のとおりです。

【就学前教育・保育施設の利用の見込みと確保内容】

（単位：人／月）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容
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２ 「地域子ども・子育て支援事業」等の量の見込みと確保内容

子ども・子育て支援法では、「地域子ども・子育て支援事業」についても、量の

見込みと確保内容を子ども・子育て支援事業計画に記載することが必須とされて

います。

「地域子ども・子育て支援事業」は、国・都道府県による交付金等での支援の

もと、市町村が地域の実情に応じてメニューを選んで実施する事業で、下記の表

の（１）～（ ）のメニューがあります。

なお、（ ）～（ ）は、令和６年４月から児童福祉法改正に伴い創設された

「地域子ども・子育て支援事業」、（ ）、（ ）は「地域子ども・子育て支援事

業」に編入された事業です。

また、（ ）は、令和７年４月から子ども・子育て支援法改正に伴い創設され

る制度で、令和７年度のみ「地域子ども・子育て支援事業」に位置づけられ、令

和８年度からは就学前教育・保育施設の利用にあたっての（義務的）給付サービ

スとなりますが、本資料では、「地域子ども・子育て支援事業」等として一連の流

れの中で掲載します。

【「地域子ども・子育て支援事業」等のメニュー項目】

（１）利用者支援事業

（２）妊婦健康診査

（３）乳児家庭全戸訪問事業

（４）養育支援訪問事業

（５）地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター）

（６）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）

（７）一時預かり事業

（８）子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）

（９）延長保育事業

（ ）病児・病後児保育事業

（ ）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

（ ）子育て世帯訪問支援事業

（ ）児童育成支援拠点事業

（ ）親子関係形成支援事業

（ ）産後ケア事業

（ ）妊婦等包括相談支援事業

（ ）こども誰でも通園制度（乳児等通所支援事業）
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２ 「地域子ども・子育て支援事業」等の量の見込みと確保内容

子ども・子育て支援法では、「地域子ども・子育て支援事業」についても、量の

見込みと確保内容を子ども・子育て支援事業計画に記載することが必須とされて

います。

「地域子ども・子育て支援事業」は、国・都道府県による交付金等での支援の

もと、市町村が地域の実情に応じてメニューを選んで実施する事業で、下記の表

の（１）～（ ）のメニューがあります。

なお、（ ）～（ ）は、令和６年４月から児童福祉法改正に伴い創設された

「地域子ども・子育て支援事業」、（ ）、（ ）は「地域子ども・子育て支援事

業」に編入された事業です。

また、（ ）は、令和７年４月から子ども・子育て支援法改正に伴い創設され

る制度で、令和７年度のみ「地域子ども・子育て支援事業」に位置づけられ、令

和８年度からは就学前教育・保育施設の利用にあたっての（義務的）給付サービ

スとなりますが、本資料では、「地域子ども・子育て支援事業」等として一連の流

れの中で掲載します。

【「地域子ども・子育て支援事業」等のメニュー項目】

（１）利用者支援事業

（２）妊婦健康診査

（３）乳児家庭全戸訪問事業

（４）養育支援訪問事業

（５）地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター）

（６）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）

（７）一時預かり事業

（８）子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）

（９）延長保育事業

（ ）病児・病後児保育事業

（ ）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

（ ）子育て世帯訪問支援事業

（ ）児童育成支援拠点事業

（ ）親子関係形成支援事業

（ ）産後ケア事業

（ ）妊婦等包括相談支援事業

（ ）こども誰でも通園制度（乳児等通所支援事業）

（１）利用者支援事業

「利用者支援事業」は、子どもやその保護者、または妊婦が、教育・保育施設

や地域の子育て支援事業などを円滑に利用できるよう相談に応じ、情報提供や

助言、関係機関との連絡調整など行う事業です。基本型・特定型、こども家庭

センター型（令和５年度まで母子保健型）、地域子育て相談機関型があります。

「利用者支援事業」は、箇所数のみ計画に位置づけることとされています。

本町では、ほほえみ館のこども家庭センター（健康課子育て支援係）におい

て、基本型・特定型及びこども家庭センター型を配置し、ワンストップ型の相

談支援を進めます。

【「利用者支援事業」の第２期実績と第３期確保内容】

（単位：箇所）

項目
第２期 第３期

～

基本型・特定型

こども家庭センター型（令和５

年度まで母子保健型）

地域子育て相談機関型

（２）妊婦健康診査

「妊婦健康診査」は、医療機関における妊婦に対する健康診査として、健康

状態の把握、検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中に必要に応

じた医学的検査を実施する事業です。町で母子健康手帳の交付時に受診券（

回分）を配布して助成を行っています。

量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以下のとおりです。

【「妊婦健康診査の健診人数」の量の見込みと確保内容】

（単位：人／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容
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（３）乳児家庭全戸訪問事業

「乳児家庭全戸訪問事業」（赤ちゃん訪問）は、生後４か月までの乳児のいる

世帯すべての家庭に保健師などが訪問し、子育てに関する情報提供や養育環境

などの把握を行う事業です。

量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以下のとおりです。

【「乳児家庭全戸訪問事業」の量の見込みと確保内容】

（単位：人／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

（４）養育支援訪問事業

「養育支援訪問事業」は、児童への虐待や育児不安を抱えているなど、養育

支援が特に必要な家庭を家庭訪問支援員が訪問し、養育に関する指導・助言な

どを行うことにより、家庭での適切な養育を確保する事業です。

量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以下のとおりです。

第１期、第２期ともに、この事業は、保健師訪問指導等の中で行っており、

見込量は計上してきませんでした。第３期においても、必要に応じて、この事

業を活用していきます。

【「養育支援訪問事業」の量の見込みと確保内容】

（単位：人／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容
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（３）乳児家庭全戸訪問事業

「乳児家庭全戸訪問事業」（赤ちゃん訪問）は、生後４か月までの乳児のいる

世帯すべての家庭に保健師などが訪問し、子育てに関する情報提供や養育環境

などの把握を行う事業です。

量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以下のとおりです。

【「乳児家庭全戸訪問事業」の量の見込みと確保内容】

（単位：人／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

（４）養育支援訪問事業

「養育支援訪問事業」は、児童への虐待や育児不安を抱えているなど、養育

支援が特に必要な家庭を家庭訪問支援員が訪問し、養育に関する指導・助言な

どを行うことにより、家庭での適切な養育を確保する事業です。

量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以下のとおりです。

第１期、第２期ともに、この事業は、保健師訪問指導等の中で行っており、

見込量は計上してきませんでした。第３期においても、必要に応じて、この事

業を活用していきます。

【「養育支援訪問事業」の量の見込みと確保内容】

（単位：人／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

（５）地域子ども・子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター）

「地域子ども・子育て支援拠点事業」（地域子育て支援センター）は、主に未

就園の０歳～３歳の乳幼児とその保護者が気軽に集い、親子で交流したり、育

児についての相談や情報提供などを行う事業です。

量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以下のとおりです。

ほほえみ館内に地域子育て支援センターを設置し、月～金曜の ～ 時、

～ 時に開館しています。少子化により、今後も利用者数の減少が想定さ

れますが、引き続き、実施体制の確保に努めます。

【「地域子ども・子育て支援拠点事業」の量の見込みと確保内容】

（単位：人回／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

（６）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）

「子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）」は、子ども

の預かりなどの援助を受けることを希望する者（依頼会員）と当該援助を行う

ことを希望する者（援助会員）とが会員となって相互援助を行う事業です。

就学児分の量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以下のとおりです。

なお、未就園児分の量の見込みと確保内容は、「教育・保育施設の利用量」や

「一時預かり」の内数で見込みます。

本町では、健康課子育て支援係が事務局となり、高原町ファミリー・サポー

ト・センターを運営していますが、近年は利用実績がない状況です。制度の周

知や援助会員の養成を図り、利用を促進していきます。

【「ファミリー・サポート・センター事業」の量の見込みと確保内容】

（単位：人日／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容
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（７）一時預かり事業

「一時預かり事業」は、家庭で日中保育することが一時的に困難となった就

学前児童について、幼稚園・保育所（園）・認定こども園、地域子育て支援拠点

その他の場所において、一時的な預かりや保育などを行う事業です。幼稚園・

認定こども園教育部の通常就園時間後の「預かり保育」や保育所（園）・認定こ

ども園保育部等での「一時保育」があります。

量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以下のとおりです。

認定こども園教育部の通常就園時間後の「預かり保育」は、少子化により、

今後も利用者数の減少が想定されますが、引き続き、実施体制の確保に努めま

す。

「保育所（園）での一時保育」は、通常保育の実施体制の確保を優先するこ

とと、未就園児が少ないことから、第２期期間は実施できていませんが、第３

期期間ではニーズの動向をふまえながら、また、「こども誰でも通園制度」（乳

児等通所支援事業）と整合を図りながら、実施体制の確保に努めます。

また、「ファミリー・サポート・センター事業での一時保育」も、利用実績が

ない状況です。制度の周知や援助会員の養成を図り、利用を促進していきます。

【「認定こども園幼児部での預かり保育」の量の見込みと確保内容】

（単位：人日／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

【「保育所（園）での一時保育」の量の見込みと確保内容】

（単位：人日／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容
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（７）一時預かり事業

「一時預かり事業」は、家庭で日中保育することが一時的に困難となった就

学前児童について、幼稚園・保育所（園）・認定こども園、地域子育て支援拠点

その他の場所において、一時的な預かりや保育などを行う事業です。幼稚園・

認定こども園教育部の通常就園時間後の「預かり保育」や保育所（園）・認定こ

ども園保育部等での「一時保育」があります。

量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以下のとおりです。

認定こども園教育部の通常就園時間後の「預かり保育」は、少子化により、

今後も利用者数の減少が想定されますが、引き続き、実施体制の確保に努めま

す。

「保育所（園）での一時保育」は、通常保育の実施体制の確保を優先するこ

とと、未就園児が少ないことから、第２期期間は実施できていませんが、第３

期期間ではニーズの動向をふまえながら、また、「こども誰でも通園制度」（乳

児等通所支援事業）と整合を図りながら、実施体制の確保に努めます。

また、「ファミリー・サポート・センター事業での一時保育」も、利用実績が

ない状況です。制度の周知や援助会員の養成を図り、利用を促進していきます。

【「認定こども園幼児部での預かり保育」の量の見込みと確保内容】

（単位：人日／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

【「保育所（園）での一時保育」の量の見込みと確保内容】

（単位：人日／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

【「ファミリー・サポート・センター事業での一時保育」の量の見込みと確保内容】

（単位：人日／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

（８）子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）

「ショートステイ」は、保護者が疾病、疲労などの理由により、家庭におけ

る子どもの養育が一時的に困難な場合に児童養護施設などで子どもを一定期間

預かる事業です。また、「トワイライトステイ」は、保護者が仕事などの理由に

より平日の夜間または休日に不在となり、家庭における子どもの養育が困難な

場合に児童養護施設などで子どもを保護し、生活指導、食事の提供などを行う

事業です。

量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以下のとおりです。

平成 年４月に社会福祉法人石井記念友愛社により町内に「児童養護施設神

武の家」が開設し、ショートステイ、トワイライトステイを実施しています。

養育が一時的に困難になるなど、必要なケースが生じた際に利用できるよう、

事業の周知に努めていきます。

【「子育て短期支援事業」の量の見込みと確保内容】

（単位：人日／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容
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（９）延長保育事業

「延長保育事業」は、２号・３号認定を受けた子どもについて、通常の利用

日及び利用時間以外の日及び時間において、保育所（園）・認定こども園などで

保育を行う事業です。

量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以下のとおりです。

【「延長保育事業」の量の見込みと確保内容】

（単位：人日／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

（ ）病児・病後児保育事業

「病児・病後児保育事業」は、子どもが病気にかかり、保護者も仕事などで

子どもを看られない時に、小児科部門を持つ医療機関との連携を図った保育所

などで、病気の子どもを一時的に保育する事業です。

量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以下のとおりです。

本町では、「病児お預かりセンターぽかぽか」で病児保育を、「児童養護施設

神武の家」で病後児保育を実施しており、事業の周知に努めていきます。

【「病児・病後児保育事業」の量の見込みと確保内容】

（単位：人日／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容
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（９）延長保育事業

「延長保育事業」は、２号・３号認定を受けた子どもについて、通常の利用

日及び利用時間以外の日及び時間において、保育所（園）・認定こども園などで

保育を行う事業です。

量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以下のとおりです。

【「延長保育事業」の量の見込みと確保内容】

（単位：人日／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

（ ）病児・病後児保育事業

「病児・病後児保育事業」は、子どもが病気にかかり、保護者も仕事などで

子どもを看られない時に、小児科部門を持つ医療機関との連携を図った保育所

などで、病気の子どもを一時的に保育する事業です。

量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以下のとおりです。

本町では、「病児お預かりセンターぽかぽか」で病児保育を、「児童養護施設

神武の家」で病後児保育を実施しており、事業の周知に努めていきます。

【「病児・病後児保育事業」の量の見込みと確保内容】

（単位：人日／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

（ ）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

「放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）」は、保護者が就労などによ

り昼間家庭にいない小学生に対して、放課後に適切な遊びや生活の場を提供し、

子どもの健全な育成を図る事業です。

量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以下のとおりです。

本町では、高原小学校放課後児童クラブ、出口っこクラブ、遍照クラブ、さ

のっこひろば、和会児童クラブの５か所で実施してきましたが、このうち、高

原小学校放課後児童クラブは、小学校統廃合の準備に伴い令和 年度末で閉所

し、令和７年度からは新規のクラブが開設される予定です。

近年、高学年児童の利用が増えていますが、第３期は利用者数が減少してい

くものと見込みます。

【「放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）」の量の見込みと確保内容】

（単位：人）

項目
第２期 第３期

量の見込み

うち４～６年生

第２期実績と

第３期確保内容

うち４～６年生
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（ ）子育て世帯訪問支援事業

「子育て世帯訪問支援事業」は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱え

る子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が

訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援

を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然

に防ぐ事業です。

量の見込みと確保内容は、以下のとおりです。

【「子育て世帯訪問支援事業」の量の見込みと確保内容】

（単位：人／年）

項目
第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

（ ）児童育成支援拠点事業

「児童育成支援拠点事業」は、養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居

場所のない児童等に対して、当該児童の居場所となる場を開設する事業です。

児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサポ

ート、進路等の相談支援、食事の提供等を行うとともに、児童及び家庭の状況

をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行います。個々の児童の状況に応じ

た支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、子どもの最善の利益の

保障と健全な育成を図る事業です。

市町村が実施主体となり（委託可）、定員 人を基本に、管理者又は支援員

のうち１人以上が常勤といった要件がある専門サービスです。

本町での実施について、今期においては未定です。
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（ ）子育て世帯訪問支援事業

「子育て世帯訪問支援事業」は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱え

る子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が

訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援

を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然

に防ぐ事業です。

量の見込みと確保内容は、以下のとおりです。

【「子育て世帯訪問支援事業」の量の見込みと確保内容】

（単位：人／年）

項目
第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

（ ）児童育成支援拠点事業

「児童育成支援拠点事業」は、養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居

場所のない児童等に対して、当該児童の居場所となる場を開設する事業です。

児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサポ

ート、進路等の相談支援、食事の提供等を行うとともに、児童及び家庭の状況

をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行います。個々の児童の状況に応じ

た支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、子どもの最善の利益の

保障と健全な育成を図る事業です。

市町村が実施主体となり（委託可）、定員 人を基本に、管理者又は支援員

のうち１人以上が常勤といった要件がある専門サービスです。

本町での実施について、今期においては未定です。

（ ）親子関係形成支援事業

「親子関係形成支援事業」は、児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱

えている保護者及びその児童に対し、講義やグループワーク、ロールプレイ等

を通じて、児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言を実

施するとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相

談・共有し、情報の交換ができる場を設ける等その他の必要な支援を行うこと

により、親子間における適切な関係性の構築を図る事業です。

本町での実施について、今期においては未定です。

（ ）妊婦等包括相談支援事業

「妊婦等包括相談支援事業」は、妊娠・出産・育児期を安心して過ごせるよ

う、助産師や保健師の面談など、継続して相談できる「伴走型相談支援」と、育

児用品や育児サービス利用にかかる経済的負担を軽減するための「経済的支援

（給付）」を併せて行います。

量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以下のとおりです。

ほほえみ館のこども家庭センター（健康課子育て支援係）において、対象者

全員にきめ細かな相談支援を進めます。

【「妊婦等包括相談支援事業」（実人数）の量の見込みと確保内容】

（単位：人／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

【「妊婦等包括相談支援事業」（延べ回数）の量の見込みと確保内容】

（単位：人回／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容
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（ ）産後ケア事業

「産後ケア事業」は、産後１年未満のお母さんと赤ちゃんに対して、心と身

体のケアや育児支援、その他必要な支援を専門職が行う事業で、ショートステ

イ（短期入所）型、通所型、訪問型があります。

量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以下のとおりです。

助産施設等に委託して実施しており、引き続き実施体制の確保に努めます。

【「産後ケア事業」（実人数）の量の見込みと確保内容】

（単位：人／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

【「産後ケア事業」（延べ回数）の量の見込みと確保内容】

（単位：人回／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容
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（ ）産後ケア事業

「産後ケア事業」は、産後１年未満のお母さんと赤ちゃんに対して、心と身

体のケアや育児支援、その他必要な支援を専門職が行う事業で、ショートステ

イ（短期入所）型、通所型、訪問型があります。

量の見込みと第２期実績、第３期確保内容は、以下のとおりです。

助産施設等に委託して実施しており、引き続き実施体制の確保に努めます。

【「産後ケア事業」（実人数）の量の見込みと確保内容】

（単位：人／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

【「産後ケア事業」（延べ回数）の量の見込みと確保内容】

（単位：人回／年）

項目
第２期 第３期

量の見込み

第２期実績と

第３期確保内容

（ ）こども誰でも通園制度（乳児等通所支援事業）

「こども誰でも通園制度」は、０～２歳児が保護者の就労要件を問わず保育

所（園）等で保育を受けられる制度で、令和７年度から創設され、必須事業と

なっています。

第３期の量の見込みと確保内容は、以下のとおりです。

１日１人程度、年間 日の提供を想定します。

【「こども誰でも通園制度（乳児等通所支援事業）」の量の見込みと確保内容】

（単位：人／日，人回／年）

項目
第３期

実人数
量の見込み

第３期確保内容

延べ回数
量の見込み

第３期確保内容
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第６章 成育医療等に関する計画

１ 成育医療等をめぐる現状と課題

周産期・乳幼児期の母と子の保健については、平成９年度から、母子保健法の

改正により、その主な業務が都道府県から市町村に移管され、保健師・栄養士・

歯科衛生士等が地域の医師会等との連携のもと、訪問指導や乳幼児健診、予防接

種等を行うスタイルが定着しています。

この計画については、平成９年度当初に策定した第１期市町村母子保健計画に

続き、「健やか親子 」国民運動（平成 ～ 年度）、同第２期国民運動（平成

～令和６年度）に沿って推進し、本町においても、次世代育成支援行動計画の

一部を母子保健計画と位置づけ、「第２期高原町健康増進計画」（平成 ～令和６

年度）と連携しながら、推進してきました。

一方、時代の要請から、「妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援」が求

められるようになっており、令和元年 月に「成育基本法」（成育過程にある者

及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するため

の施策の総合的な推進に関する法律）が施行し、国の「成育医療等基本方針」に

より、市町村は、「母子保健を含む成育医療等に関する計画」を策定することとな

りました。

妊娠・出産期から、乳幼児期、学童期、思春期までの成育過程に沿って、産後

うつなど不適切な育児におちいることなく、子どもたちが健やかに成長できるよ

う、切れ目ない保健・医療を確保していくことが求められます。

２ 施策の方向

（１）妊娠・出産期の健康づくりの推進

（主担当課係：健康課子育て支援係）

妊娠・出産期は、妊婦の心身の状況が日々変化するとともに、赤ちゃんの健

康への影響も大きい時期です。

この時期は、妊婦は、妊産婦健康診査や実際の出産を行う医療機関との関わ

りが中心ですが、町では、母子健康手帳の交付時に妊婦とつながり、健康上の

課題がある方を中心に、安全な出産に向けて指導・支援を行っていきます。

〔主な事業〕

◆「高原町こども家庭センター」の運営【再掲】

◆妊婦等包括相談支援事業【地】【再掲】
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妊娠・出産期から、乳幼児期、学童期、思春期までの成育過程に沿って、産後

うつなど不適切な育児におちいることなく、子どもたちが健やかに成長できるよ

う、切れ目ない保健・医療を確保していくことが求められます。

２ 施策の方向

（１）妊娠・出産期の健康づくりの推進

（主担当課係：健康課子育て支援係）

妊娠・出産期は、妊婦の心身の状況が日々変化するとともに、赤ちゃんの健

康への影響も大きい時期です。

この時期は、妊婦は、妊産婦健康診査や実際の出産を行う医療機関との関わ

りが中心ですが、町では、母子健康手帳の交付時に妊婦とつながり、健康上の

課題がある方を中心に、安全な出産に向けて指導・支援を行っていきます。

〔主な事業〕

◆「高原町こども家庭センター」の運営【再掲】

◆妊婦等包括相談支援事業【地】【再掲】

◆母子健康手帳の交付

◆妊婦健康診査（費用助成）【地】

◆出産・子育て応援給付金事業（国事業）【再掲】

◆遠方の産婦人科受診にかかる交通費支援（出産応援事業補助金、出産サポー

ト１１９）【再掲】

◆養育支援訪問事業【地】

◆子育て世帯訪問支援事業【地】

◆産後ケア事業【地】

（２）乳幼児期の健康づくりの推進

（主担当課係：健康課子育て支援係）

乳幼児期は、身体発育、精神・運動発達が顕著である一方、様態の急変など、

疾病・異常を来しやすい時期です。

町では、赤ちゃん訪問により、乳児・養育者と関わりを持ち、乳幼児健診、予

防接種により、継続的な健康状態の把握と疾病等の早期発見に努めます。また、

乳幼児もぐもぐ大すき教室、育児学級などを通じ、育児に関する情報提供、技

術の伝達を図るとともに、愛着の形成や不安・悩みの軽減につなげていきます。

心身の発達に支援が必要な乳児・養育者に対しては、養育支援訪問事業など

を通じて経過観察・伴走支援に努めます。

また、乳幼児期は歯と口の健康づくりにとっても重要な時期であり、歯科健

診・歯科相談をきめ細かく実施するとともに、かかりつけ歯科医での定期的な

健康管理を働きかけていきます。

〔主な事業〕

◆乳児家庭全戸訪問（赤ちゃん訪問）事業【地】

◆養育支援訪問事業【地】【再掲】

◆予防接種事業

◆乳児健康診査

◆乳幼児もぐもぐ大すき教室【再掲】

◆育児学級【再掲】

◆１歳６か月児健康診査

◆３歳６か月児健康診査

◆子育て世帯訪問支援事業【地】【再掲】

◆４～５歳児成長発達調査事業【再掲】

◆むじっ子成長発達相談会【再掲】
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◆関係機関との連携による小児医療の体制確保

（３）学童期・思春期の健康づくりの推進

（主担当課係：健康課子育て支援係、教育総務課学校教育係）

学童期・思春期は、いわゆる第二次性徴など、体や心の発達・変化が著しい

時期であり、この時期の健康の問題が、生涯の健康づくりに様々な影響を及ぼ

すと言われています。

このため、学校保健や地域保健において、「早寝早起き朝ごはん運動」をはじ

め、栄養・食生活や運動等の生活習慣の形成のための健康教育を推進します。

また、発達段階に応じ、飲酒・喫煙・薬物の乱用防止教育を進めるとともに、

性に関する正しい知識の普及に努めます。

〔主な事業〕

◆学校保健事業（学校健診の実施、食育・口腔衛生、飲酒・喫煙・薬物の乱用防

止、性に関する正しい知識、メンタルヘルスなどの健康教育の推進）

◆関係機関との連携による小児医療の体制確保【再掲】
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◆関係機関との連携による小児医療の体制確保

（３）学童期・思春期の健康づくりの推進
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時期であり、この時期の健康の問題が、生涯の健康づくりに様々な影響を及ぼ
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このため、学校保健や地域保健において、「早寝早起き朝ごはん運動」をはじ

め、栄養・食生活や運動等の生活習慣の形成のための健康教育を推進します。

また、発達段階に応じ、飲酒・喫煙・薬物の乱用防止教育を進めるとともに、

性に関する正しい知識の普及に努めます。

〔主な事業〕

◆学校保健事業（学校健診の実施、食育・口腔衛生、飲酒・喫煙・薬物の乱用防

止、性に関する正しい知識、メンタルヘルスなどの健康教育の推進）

◆関係機関との連携による小児医療の体制確保【再掲】

【妊娠・出産から小学校入学までの健康支援スケジュール】

☆母 子 健 康 手 帳 交 付・・・妊娠の診断を受けたら、妊娠届出が
必須！
（原則）毎月第２・４火曜日 ９： ～ ：

☆出 産 応 援 ギ フ ト・・・妊娠１回につき 円交付
※妊婦本人との面接必須

☆出 産 サポー ト １ １ ９・・・緊急の出産時に、救急車で産
院等へ搬送する制度

☆出産応援事業補助金・・・妊娠 週以降、妊産婦健診の通院費用等の経
済的負担軽減を目的とし、 円補助

★児童手当・乳幼児医療費助成制度申請
★産婦健康診査（２回）・・・産後２週間と産後１か月の時期に受診
★産 後 ケ ア 事 業・・・ショートステイ（短期入所）型、通所

型、訪問型があり、ご希望に沿った
利用をご提案！
※利用内容詳細は、お問合せください。

★赤 ち ゃ ん 訪 問・・・お子さまの体重測定やお子さまの発育、
お母さんの産後の体調などについてお話

☆予 防 接 種 開 始・・・かかりつけ小児科医等で予防接種を受けよう！
☆子 育 て応 援 ギ フ ト・・・出生児１人につき 円交付

※赤ちゃん訪問等による面接必須

★乳児健康診査（集団）・・・年４回、ほほえみ館多目的室
予約不要 （和室）で実施

★乳児健康診査（個別）・・・集団健診を受診できない場合などに助成
券を使い、医療機関で健診を受診！

★乳幼児もぐもぐ大すき教室・・・年２回、離乳食を進めるために必要な基礎
事前予約制 知識等を紹介＆試食

★育 児 学 級・・・年３回、ほほえみ館多目的室（和室）で開催
事前予約制 親子で音楽に触れたり、体を動かしたりしよう！！

★１歳６か月児健康診査（集団）・・・１歳６か月～１歳８か月児対象
（個別通知あり）

☆３歳６か月児健康診査（集団）・・・３歳６か月～３歳８か月児対象
（個別通知あり）

☆４・５歳児成長発達調査・・・発達専門員による保育園訪問
☆むじっ子成長発達相談会・・・公認心理師や言語聴覚士による発達相談

事前予約制

この他にも、ご活用できる事業があります。

保健師・看護師・管理栄養士の専門職が一緒に考え、

ご家族のみなさまをサポートさせていただきます♪

妊娠期

出産～
産後２か月

生後２～３か月

３か月～１歳

１歳６か月

３歳～就学前

小学校入学
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第７章 ひとり親家庭自立促進計画

１ ひとり親家庭をめぐる現状と課題

仕事と子育てを一手に担わざるを得ないひとり親家庭は、経済的な困窮のみな

らず、支援を期待できる人間関係の困難や地域での孤立、親子で心穏やかに過ご

す時間の制限など、多様な課題を抱えています。

国では、平成 年に「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉

法」として抜本的に改正し、父子家庭を支援の対象に加えるとともに、「就業・自

立に向けた総合的な支援」へと施策を強化しました。

そのほか、平成 年には「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関す

る特別措置法」が施行され、平成 年に「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業

の支援に関する特別措置法」として改革されるとともに、令和６年４月には「困

難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（女性支援新法）も施行されていま

す。

アンケート調査によると、本町の小学４～６年生・中学生がいる“生活困難世

帯”の約３割がひとり親世帯であり、必要な支援を進めていくことが求められま

す。

２ 施策の方向

（１）必要な支援につながる相談支援の推進

（主担当課係：健康課子育て支援係）

ひとり親は、ひとり親であることによる悩みを相談しづらいことも多く、こ

ども家庭センターを中心に、南部福祉こどもセンター、宮崎県ひとり親福祉連

合会など関係機関・団体と連携しながら、就業支援、子育てへの支援、生活支

援など様々な分野の制度・サービスにつなげ、継続的にフォローしていきます。

〔主な事業〕

◆「高原町こども家庭センター」の運営【再掲】

◆民生委員・児童委員による相談支援の実施【再掲】

◆母子・父子自立支援員による相談支援（南部福祉こどもセンター）
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の支援に関する特別措置法」として改革されるとともに、令和６年４月には「困

難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（女性支援新法）も施行されていま

す。

アンケート調査によると、本町の小学４～６年生・中学生がいる“生活困難世

帯”の約３割がひとり親世帯であり、必要な支援を進めていくことが求められま

す。

２ 施策の方向

（１）必要な支援につながる相談支援の推進

（主担当課係：健康課子育て支援係）

ひとり親は、ひとり親であることによる悩みを相談しづらいことも多く、こ

ども家庭センターを中心に、南部福祉こどもセンター、宮崎県ひとり親福祉連

合会など関係機関・団体と連携しながら、就業支援、子育てへの支援、生活支

援など様々な分野の制度・サービスにつなげ、継続的にフォローしていきます。

〔主な事業〕

◆「高原町こども家庭センター」の運営【再掲】

◆民生委員・児童委員による相談支援の実施【再掲】

◆母子・父子自立支援員による相談支援（南部福祉こどもセンター）

（２）就業支援の推進

（主担当課係：産業創生課商工観光係）

ひとり親、特に母子家庭の母は、子育ての負担や就業経験、職業能力の不足

などにより、働く意欲がありながら、就労できない方やパート・アルバイト等

で働く方も多く、低い賃金水準を余儀なくされており、就職・転職やキャリア

アップの支援が重要です。

このため、宮崎県ひとり親福祉連合会が開設する「母子家庭等就業・自立支

援センター」やハローワークなど関係機関と連携し、安定した就業につながる

よう、「自立支援プログラム」などを活用した就業スキルの向上やライフプラン

ニング形成に向けた支援を推進します。

〔主な事業〕

◆高原町無料職業紹介所事業

◆「自立支援プログラム」の策定促進（宮崎県ひとり親福祉連合会）

◆自立支援教育訓練給付金事業（南部福祉こどもセンター）

◆高等職業訓練促進給付金事業（南部福祉こどもセンター）

◆就業支援講習会等事業（宮崎県ひとり親福祉連合会）
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（３）生活支援の推進

（主担当課係：健康課子育て支援係）

ひとり親家庭等の生活の安定と自立に向け、児童扶養手当をはじめとする経

済的支援制度をわかりやすく説明し、適正な活用につなげるとともに、保育所

（園）等の優先利用、家庭生活支援員の派遣など、保健福祉サービスによる生

活支援の利用を促進していきます。

住宅問題は、離婚直後に直面する大きな課題であり、「宮崎県ひとり親家庭住

宅支援資金の貸付」等により、住宅確保を支援します。

また、配偶者等からの暴力等様々な生活課題を抱える母子を母子生活支援施

設へ保護し、安全で安心した生活が送れるよう、継続的なフォロー支援を進め

ます。

そのほか、養育費の確保と面会交流は、子どもの重要な権利ですが、確実に

実施されてはいない現状があるため、離婚前・離婚直後から、養育費や面会交

流の取り決めと継続的な履行が確実に行われるよう、相談、伴走支援を進めま

す。

〔主な事業〕

◆児童扶養手当【再掲】

◆ひとり親家庭医療費助成【再掲】

◆宮崎県母子父子寡婦福祉資金の貸付（南部福祉こどもセンター）

◆ひとり親家庭等日常生活支援事業（家庭生活支援員の派遣）

◆子育て世帯訪問支援事業【地】【再掲】

◆養育支援訪問事業【地】【再掲】

◆ひとり親家庭住宅支援資金の貸付（宮崎県社会福祉協議会）

◆母子生活支援施設への保護（南部福祉こどもセンター）

◆公正証書等の作成費用と養育費保証契約の費用の補助制度の検討

（宮崎市と日南市で実施）
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（３）生活支援の推進

（主担当課係：健康課子育て支援係）

ひとり親家庭等の生活の安定と自立に向け、児童扶養手当をはじめとする経

済的支援制度をわかりやすく説明し、適正な活用につなげるとともに、保育所

（園）等の優先利用、家庭生活支援員の派遣など、保健福祉サービスによる生

活支援の利用を促進していきます。

住宅問題は、離婚直後に直面する大きな課題であり、「宮崎県ひとり親家庭住

宅支援資金の貸付」等により、住宅確保を支援します。

また、配偶者等からの暴力等様々な生活課題を抱える母子を母子生活支援施

設へ保護し、安全で安心した生活が送れるよう、継続的なフォロー支援を進め

ます。

そのほか、養育費の確保と面会交流は、子どもの重要な権利ですが、確実に

実施されてはいない現状があるため、離婚前・離婚直後から、養育費や面会交

流の取り決めと継続的な履行が確実に行われるよう、相談、伴走支援を進めま

す。

〔主な事業〕

◆児童扶養手当【再掲】

◆ひとり親家庭医療費助成【再掲】

◆宮崎県母子父子寡婦福祉資金の貸付（南部福祉こどもセンター）

◆ひとり親家庭等日常生活支援事業（家庭生活支援員の派遣）

◆子育て世帯訪問支援事業【地】【再掲】

◆養育支援訪問事業【地】【再掲】

◆ひとり親家庭住宅支援資金の貸付（宮崎県社会福祉協議会）

◆母子生活支援施設への保護（南部福祉こどもセンター）

◆公正証書等の作成費用と養育費保証契約の費用の補助制度の検討

（宮崎市と日南市で実施）

第８章 こどもの貧困対策計画

１ 子どもの貧困をめぐる現状と課題

いわゆる「貧困の連鎖」によって、子どもたちの将来が閉ざされることは決し

てあってはならないとの決意のもと、平成 年に「子どもの貧困対策法」（子ど

もの貧困対策の推進に関する法律）が施行され、令和元年、５年と改正を重ねて

きました。令和元年改正では、市町村計画の策定が努力義務化され、令和５年改

正では、「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」と法律名に「貧

困の解消」が明記されるとともに、並行して施行されるこども基本法とともに、

施策の拡大を図る方向が示されています。

アンケートでも、本町の小中学生のいる世帯の約 ％が“生活困難世帯”であ

り、経済面だけでなく、教育、健康など、様々な面で、それ以外の世帯より悩み

や不安を抱えていることがみてとれることから、子どもの将来がその生まれ育っ

た環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖する

ことのないよう、保護者への生活・就労支援、子どもの居場所づくりなど、子ど

ものことを第一に考えた適切な支援に取り組むことが求められます。

２ 施策の方向

（１）状況把握と相談支援の推進

（主担当課係：福祉課福祉係、健康課子育て支援係、教育総務課学校教育係）

子育て世帯に限らない町民全体における生活困窮者の状況把握と相談支援は、

福祉課福祉係を窓口に、生活困窮者自立支援制度に基づいて行っています。

子育て世帯の生活困窮の状況は、学校や保育所（園）・認定こども園の教職員・

保育士やスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー、地域子育て支

援センター等の支援者、そのほか、地域の相談者である民生委員・児童委員な

どが把握しているケースが多く、関係者間でのケースワークを進めて福祉ニー

ズを把握し、必要な支援につなげていきます。

〔主な事業〕

◆生活困窮者自立支援事業による「自立相談支援」（南部福祉こどもセンター）

◆子どもの貧困に関する相談支援の推進
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（２）子どもの居場所づくり

（主担当課係：健康課子育て支援係、教育総務課学校教育係・社会教育係）

放課後や休日の地域での居場所は、生活困窮家庭の子どもたちが、生活習慣、

学習習慣、人や社会と関わる力、自己肯定感など、生きる力を身につけるため

に重要です。

「こども食堂」など、飲食の無料提供や学習支援などを行う取組を促進し、

居場所での友人や地域住民とのつながりを通して、子どもの貧困問題の解消を

めざしていきます。

〔主な事業〕

◆放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）【再掲】

◆子どもの居場所づくり支援事業（こども家庭庁補助事業）【再掲】

◆高原町中央公民館図書室での子どもの読書活動の推進【再掲】

◆適応指導教室「ひむか学級」での指導・支援の推進【再掲】

（３）就業や生活への支援の推進

（主担当課係：福祉課福祉係、健康課子育て支援係、産業創生課商工観光係、

教育総務課学校教育係）

生活困窮の状況にある子育て世帯の安定した生活に向けて、各種制度による

経済的な支援や、就業スキルの向上やライフプランニング形成に向けた支援、

家事等の支援などを行い、子どもの貧困の負の連鎖の解消を図っていきます。

〔主な事業〕

◆生活困窮者自立支援事業による「家計改善支援事業」・「住居確保給付金の支

給」等（南部福祉こどもセンター）

◆生活保護（南部福祉こどもセンター）

◆児童扶養手当【再掲】

◆小中学校の就学援助【再掲】

◆子育て世帯訪問支援事業【地】【再掲】
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（２）子どもの居場所づくり

（主担当課係：健康課子育て支援係、教育総務課学校教育係・社会教育係）

放課後や休日の地域での居場所は、生活困窮家庭の子どもたちが、生活習慣、

学習習慣、人や社会と関わる力、自己肯定感など、生きる力を身につけるため

に重要です。

「こども食堂」など、飲食の無料提供や学習支援などを行う取組を促進し、

居場所での友人や地域住民とのつながりを通して、子どもの貧困問題の解消を

めざしていきます。

〔主な事業〕

◆放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）【再掲】

◆子どもの居場所づくり支援事業（こども家庭庁補助事業）【再掲】

◆高原町中央公民館図書室での子どもの読書活動の推進【再掲】

◆適応指導教室「ひむか学級」での指導・支援の推進【再掲】

（３）就業や生活への支援の推進

（主担当課係：福祉課福祉係、健康課子育て支援係、産業創生課商工観光係、

教育総務課学校教育係）

生活困窮の状況にある子育て世帯の安定した生活に向けて、各種制度による

経済的な支援や、就業スキルの向上やライフプランニング形成に向けた支援、

家事等の支援などを行い、子どもの貧困の負の連鎖の解消を図っていきます。

〔主な事業〕

◆生活困窮者自立支援事業による「家計改善支援事業」・「住居確保給付金の支

給」等（南部福祉こどもセンター）

◆生活保護（南部福祉こどもセンター）

◆児童扶養手当【再掲】

◆小中学校の就学援助【再掲】

◆子育て世帯訪問支援事業【地】【再掲】

第９章 子ども・若者育成支援計画

１ 子ども・若者育成支援をめぐる現状と課題

日本国憲法及び児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）にのっとり、総

合的な子ども・若者育成支援施策を推進することを目的として、「子ども・若者育

成支援推進法」が平成 年４月に施行されました。同法は、第 条で、「子ども・

若者をめぐる問題が深刻な状況にある」と規定しています。

そのことを「子供・若者育成支援推進大綱」（令和３年４月）では、「つながり

の希薄化といった地域社会をめぐる課題」、「インターネット利用の拡大といった

情報通信環境をめぐる課題」、「ニートなどの就業をめぐる課題」として指摘し、

「多くの若者は不安を高め、孤独・孤立の問題が顕在化するなど、状況は更に深

刻さを増している」と総括しています。

アンケートからは、本町においても、ヤングケアラーの状態で生活課題を抱え

ている児童・生徒や、「ひきこもり」を経験している若者が少なからずいることが

明らかとなっており、必要な支援につないでいく必要があります。

２ 施策の方向

（１）子ども・若者の成長を支える地域環境づくり

（主担当課係：教育総務課社会教育係）

本町には、青少年の健全育成、非行防止に関わる活動や、体験活動・スポー

ツ活動などを通じて青少年の心身の育成を図る活動があります。いずれも、自

治会などの地域コミュニティに根ざした活動を続けており、子ども・若者の成

長を地域で支えるこうした活動の振興を図っていきます。

〔主な事業〕

◆「青少年育成町民会議」の活動支援

◆生涯学習・生涯スポーツ事業への子ども・若者の参加促進
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（２）ひきこもり防止と居場所づくり

（主担当課係：福祉課福祉係、教育総務課学校教育係・社会教育係）

若者のひきこもりは、試験や就職の失敗、対人関係のストレスなどの体験に、

本人の気質や発達の状況、家庭の状況などが複合的にからみあって生じると考

えられますが、長期間に及ぶと、本人自身にも、周囲の人々や地域社会にとっ

ても社会的損失であるため、「宮崎県子ども・若者総合相談センター『わかば』」、

「宮崎県ひきこもり地域支援センター」など関係機関と連携しながら、また、

本町においても関係課・係が連携し、つながりの回復や社会的役割の獲得に向

けた支援を推進していきます。

〔主な事業〕

◆適応指導教室「ひむか学級」での指導・支援の推進【再掲】

◆子どもの居場所づくり支援事業（こども家庭庁補助事業）【再掲】

◆公民館等での若者の居場所づくり

◆「宮崎県子ども・若者総合相談センター『わかば』」、「宮崎県ひきこもり地域

支援センター」等と連携した相談支援の推進

◆重層的支援体制整備事業（「包括的な相談支援」・「参加支援」・「関係づくり支

援」等）の創設

（３）ヤングケアラーへの支援の推進

（主担当課係：健康課子育て支援係、教育総務課学校教育係・社会教育係）

ヤングケアラーは、一般に、大人が担うと想定されている家事や家族の世話

などを日常的に行っている 歳未満の子どもとされています。

保護者が子どもの権利を侵害しているという意識が希薄であったり、子ども

自身も自らをヤングケアラーと認識できず、相談につながりにくいといった課

題があります。

このため、各小中学校の教職員やスクールカウンセラー、スクールソーシャ

ルワーカー、地域の民生委員・児童委員などが連携し、対象家庭の状況把握や

見守り、生活に対する助言等に努めるとともに、物理的・心理的負担を軽減す

るため、家事援助など既存の福祉サービスの利用などにつなげていきます。

また、町独自のヤングケアラー支援事業の必要性について、検討を進めてい

きます。
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（２）ひきこもり防止と居場所づくり

（主担当課係：福祉課福祉係、教育総務課学校教育係・社会教育係）

若者のひきこもりは、試験や就職の失敗、対人関係のストレスなどの体験に、

本人の気質や発達の状況、家庭の状況などが複合的にからみあって生じると考

えられますが、長期間に及ぶと、本人自身にも、周囲の人々や地域社会にとっ

ても社会的損失であるため、「宮崎県子ども・若者総合相談センター『わかば』」、

「宮崎県ひきこもり地域支援センター」など関係機関と連携しながら、また、

本町においても関係課・係が連携し、つながりの回復や社会的役割の獲得に向

けた支援を推進していきます。

〔主な事業〕

◆適応指導教室「ひむか学級」での指導・支援の推進【再掲】

◆子どもの居場所づくり支援事業（こども家庭庁補助事業）【再掲】

◆公民館等での若者の居場所づくり

◆「宮崎県子ども・若者総合相談センター『わかば』」、「宮崎県ひきこもり地域

支援センター」等と連携した相談支援の推進

◆重層的支援体制整備事業（「包括的な相談支援」・「参加支援」・「関係づくり支

援」等）の創設

（３）ヤングケアラーへの支援の推進

（主担当課係：健康課子育て支援係、教育総務課学校教育係・社会教育係）

ヤングケアラーは、一般に、大人が担うと想定されている家事や家族の世話

などを日常的に行っている 歳未満の子どもとされています。

保護者が子どもの権利を侵害しているという意識が希薄であったり、子ども

自身も自らをヤングケアラーと認識できず、相談につながりにくいといった課

題があります。

このため、各小中学校の教職員やスクールカウンセラー、スクールソーシャ

ルワーカー、地域の民生委員・児童委員などが連携し、対象家庭の状況把握や

見守り、生活に対する助言等に努めるとともに、物理的・心理的負担を軽減す

るため、家事援助など既存の福祉サービスの利用などにつなげていきます。

また、町独自のヤングケアラー支援事業の必要性について、検討を進めてい

きます。

〔主な事業〕

◆ヤングケアラーについての周知・啓発

◆ヤングケアラー支援事業の検討

（４）学業・就業の再チャレンジの支援

（主担当課係：産業創生課商工観光係、教育総務課学校教育係・社会教育係）

「６・３・３・４年の単線型の就学制度と新卒採用を重視する雇用慣行」に

対して前向きになれず、不登校や学校中退、ニートの状態にある子ども・若者

が、再び、学習や就業等にチャレンジしていけるよう、関係者・関係機関が連

携しながら、複合的な課題の把握に努めるとともに、専門職によるカウンセリ

ングやアウトリーチによる家庭教育支援、居場所の提供、就業準備支援など、

伴走支援を粘り強く推進します。

〔主な事業〕

◆教育相談の実施【再掲】

◆適応指導教室「ひむか学級」での指導・支援の推進【再掲】

◆「みやざき若者サポートステーション」などと連携した若者の就業支援の推

進

◆生活困窮者自立支援事業による「自立相談支援」（南部福祉こどもセンター）

【再掲】

◆重層的支援体制整備事業（「包括的な相談支援」・「参加支援」・「関係づくり支

援」等）の創設【再掲】
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参考資料

１ 国の「こども大綱」、宮崎県の「こども計画」の施策体系

国の「こども大綱」、宮崎県の「こども計画」の施策体系は、以下のとおりです。

国、宮崎県ともに、ライフステージ別の施策体系を位置づけており、本町にお

いても、それを踏襲します。

【国の「こども大綱」の施策体系】

１ ライフステー

ジを通した重要

事項

（１）こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等

（２）多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり

（３）こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供

（４）こどもの貧困対策

（５）障害児支援・医療的ケア児等への支援

（６）児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援

（７）こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組  

２ ライフステー

ジ別の重要事項

（１）こども

の誕生前か

ら幼児期ま

で

◇妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療

の確保

◇こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの

充実

（２）学童

期・思春期

◇こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再

生等

◇居場所づくり

◇小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケ

アの充実

◇成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育

◇いじめ防止

◇不登校のこどもへの支援

◇校則の見直し

◇体罰や不適切な指導の防止

◇高校中退の予防、高校中退後の支援

（３）青年期

◇高等教育の修学支援、高等教育の充実

◇就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組

◇結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援

◇悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実  

３ 子育て当事者

への支援に関す

る重要事項

（１）子育てや教育に関する経済的負担の軽減

（２）地域子育て支援、家庭教育支援

（３）共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大

（４）ひとり親家庭への支援
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参考資料

１ 国の「こども大綱」、宮崎県の「こども計画」の施策体系

国の「こども大綱」、宮崎県の「こども計画」の施策体系は、以下のとおりです。

国、宮崎県ともに、ライフステージ別の施策体系を位置づけており、本町にお

いても、それを踏襲します。

【国の「こども大綱」の施策体系】

１ ライフステー

ジを通した重要

事項

（１）こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等

（２）多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり

（３）こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供

（４）こどもの貧困対策

（５）障害児支援・医療的ケア児等への支援

（６）児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援

（７）こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組  

２ ライフステー

ジ別の重要事項

（１）こども

の誕生前か

ら幼児期ま

で

◇妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療

の確保

◇こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの

充実

（２）学童

期・思春期

◇こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再

生等

◇居場所づくり

◇小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケ

アの充実

◇成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育

◇いじめ防止

◇不登校のこどもへの支援

◇校則の見直し

◇体罰や不適切な指導の防止

◇高校中退の予防、高校中退後の支援

（３）青年期

◇高等教育の修学支援、高等教育の充実

◇就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組

◇結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援

◇悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実  

３ 子育て当事者

への支援に関す

る重要事項

（１）子育てや教育に関する経済的負担の軽減

（２）地域子育て支援、家庭教育支援

（３）共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大

（４）ひとり親家庭への支援

【宮崎県の「こども計画」の施策体系】

施策の柱 施策の方向性

Ⅰ ライフステージを通した施策

施策の柱１

こども達の権利擁護・意

見の反映

（１）こども・若者の権利擁護と社会参画・意見の反映

施策の柱２

未来を切り拓くこども達

への支援

（１）遊びや体験活動の推進

（２）こどもまんなかまちづくり

（３）こども・若者が活躍できる機会づくり

（４）こども・若者の健やかな育ちの実現

施策の柱３

困難な環境にあるこども

達への支援

（１）こどもの貧困対策

（２）障がい児・医療的ケア児への支援

（３）児童虐待防止対策の更なる強化

（４）社会的養護を必要とするこども・若者への支援

（５）悩みや不安を抱えるこども・若者への支援

（６）こども・若者の自殺対策

（７）犯罪・事故などからこども・若者を守る取組

Ⅱ ライフステージ別の施策

施策の柱４

安心してこどもを生み育

てることができる環境づ

くり（こどもの誕生前か

ら幼児期まで）

（１）妊娠前から幼児期までの切れ目のない保健・医療の確保

（２）質の高い幼児教育・保育の提供

施策の柱５

宮崎の未来を担うこども

達の育成（学童期・思春

期）

（１）こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い教育の推進

（２）こどもの居場所づくり

（３）成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育

（４）いじめ防止対策や不登校のこどもへの支援

施策の柱６

若者の希望を叶えるみや

ざきづくり（青年期）

（１）新規学卒者・若者への就職支援

（２）若者・女性にとって魅力ある地域づくり

（３）出逢い・結婚支援の充実・強化

Ⅲ 子育て当事者等への施策

施策の柱７

子育て支援の充実

（１）子育てや教育に関する経済的負担の軽減

（２）子育て世帯のニーズに応じた支援、家庭教育支援の推進

（３）ひとり親家庭への支援

（４）子育て支援情報の発信・こども政策ＤＸの推進

施策の柱８

共働き・共育ての支援

（１）男性の育児休業取得支援等を通じた「共働き・共育て」の支援

（２）多様な働き方と子育ての両立支援

施策の柱９

こどもと子育てにやさし

い社会づくり

（１）県民全体で出逢いや子育てを応援する気運の醸成

（２）地域の実情に応じた少子化対策の推進
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基本
目標

主要施策 個別施策

（１）状況把握と相談支援の推進

（１）多様な交流機会づくり

（２）乳幼児期の健康づくりの推進

（３）学童期・思春期の健康づくりの推進

４　子ども・若者育成
　支援の推進

（１）子ども・若者の成長を支える
　　地域環境づくり

（２）ひきこもり防止と居場所づくり

（３）ヤングケアラーへの支援の推進

（４）学業・就業の再チャレンジの支援

10　次代の親の育成

12　豊かな体験ができる遊び場の整備

２
　
す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
へ
の
き
め
細
か
な
支
援

５　多様な支援制度・
　サービスによる
　子育ての応援

（２）多様な保育ニーズへの対応

（３）経済的負担の軽減

６　障がいのある子ども
　への支援の充実

（１）療育・発達支援の充実

（２）特別支援教育・障がい児保育の推進

（３）福祉サービスの充実

７　ひとり親家庭
　支援の推進

（１）必要な支援につながる相談支援の推進

（２）就業支援の推進

（３）生活支援の推進

８　こどもの貧困
　対策の推進

（２）子どもの居場所づくり

（３）就業や生活への支援の推進

３
　
安
心
で
き
る

　
育
成
環
境
づ
く
り

９　安全・安心の
　生活環境づくり

（１）防犯・交通安全の推進

（２）危機管理対策の推進

（３）子育てにやさしい住環境づくり

10　子どもの権利の保障

（１）要保護児童・要支援児童対策の推進

（２）男女共同参画による子育ての推進

（３）子どもの権利を守るまちづくりの推進

（４）政策形成過程への子どもの意見の反映

７　子どもや母親の健康の確保
８　「食育」の推進
９　思春期保健対策の充実
15　子どもを取り巻く有害環境対策の推進

１　特定教育・保育施設給付の「量の見込」
　と「確保方策」
２　地域子ども・子育て支援事業の需給目標
４　地域子育て支援センター事業の推進
６　地域での子育て体制の充実
11　家庭や地域の教育力の向上

第１期こども計画の体系
第３期次世代育成支援行動計画の体系

１
　
ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
に
沿
っ

た
切
れ
目
の
な
い
支
援

１　寄り添う相談支援
　の推進

（１）母子保健・児童福祉に関する
　　相談支援の推進

（２）学齢期の相談支援の推進

（３）わかりやすい情報提供と
    子育て分野のデジタル化の推進

２　地域で育てる
　教育・保育の推進

（１）就学前教育・保育の環境づくり

（２）地域とともに歩む学校教育の推進

（３）放課後・休日の居場所づくりの推進

３　成育過程を通じた
　健康づくりの推進

（１）妊娠・出産期の健康づくりの推進

５　子育てに関する相談・支援体制の充実

24　児童虐待防止の推進

19　仕事と子育ての両立支援
20　雇用機会拡大の促進

13　子どもの権利の啓発、普及活動の推進

22　犯罪等の被害から守るための活動の推進
23　地域間の連携の強化
21　交通安全を確保するための活動の推進
18　安全・安心なまちづくりの推進
17　安心して外出できる環境の整備
16　快適な居住空間の確保

25　母子・父子家庭等の自立支援の推進

26　経済的困難を抱える家庭への支援

14　文化活動やスポーツ活動の充実
３　保育サービスの充実

２ 前計画と本計画の施策の対応関係

本計画と第３期次世代育成支援行動計画の施策の対応関係は、図のとおりです。

ライフステージ別の施策体系を位置づけることや、「こどもの貧困対策計画」など

６計画を含めることなどに留意し、第３期計画からの組み換えを行っています。

【第３期次世代育成支援行動計画と第１期こども計画の施策の対応関係】
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基本
目標

主要施策 個別施策

（１）状況把握と相談支援の推進

（１）多様な交流機会づくり

（２）乳幼児期の健康づくりの推進

（３）学童期・思春期の健康づくりの推進

４　子ども・若者育成
　支援の推進

（１）子ども・若者の成長を支える
　　地域環境づくり

（２）ひきこもり防止と居場所づくり

（３）ヤングケアラーへの支援の推進

（４）学業・就業の再チャレンジの支援

10　次代の親の育成

12　豊かな体験ができる遊び場の整備

２
　
す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
へ
の
き
め
細
か
な
支
援

５　多様な支援制度・
　サービスによる
　子育ての応援

（２）多様な保育ニーズへの対応

（３）経済的負担の軽減

６　障がいのある子ども
　への支援の充実

（１）療育・発達支援の充実

（２）特別支援教育・障がい児保育の推進

（３）福祉サービスの充実

７　ひとり親家庭
　支援の推進

（１）必要な支援につながる相談支援の推進

（２）就業支援の推進

（３）生活支援の推進

８　こどもの貧困
　対策の推進

（２）子どもの居場所づくり

（３）就業や生活への支援の推進

３
　
安
心
で
き
る

　
育
成
環
境
づ
く
り

９　安全・安心の
　生活環境づくり

（１）防犯・交通安全の推進

（２）危機管理対策の推進

（３）子育てにやさしい住環境づくり

10　子どもの権利の保障

（１）要保護児童・要支援児童対策の推進

（２）男女共同参画による子育ての推進

（３）子どもの権利を守るまちづくりの推進

（４）政策形成過程への子どもの意見の反映

７　子どもや母親の健康の確保
８　「食育」の推進
９　思春期保健対策の充実
15　子どもを取り巻く有害環境対策の推進

１　特定教育・保育施設給付の「量の見込」
　と「確保方策」
２　地域子ども・子育て支援事業の需給目標
４　地域子育て支援センター事業の推進
６　地域での子育て体制の充実
11　家庭や地域の教育力の向上

第１期こども計画の体系
第３期次世代育成支援行動計画の体系

１
　
ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
に
沿
っ

た
切
れ
目
の
な
い
支
援

１　寄り添う相談支援
　の推進

（１）母子保健・児童福祉に関する
　　相談支援の推進

（２）学齢期の相談支援の推進

（３）わかりやすい情報提供と
    子育て分野のデジタル化の推進

２　地域で育てる
　教育・保育の推進

（１）就学前教育・保育の環境づくり

（２）地域とともに歩む学校教育の推進

（３）放課後・休日の居場所づくりの推進

３　成育過程を通じた
　健康づくりの推進

（１）妊娠・出産期の健康づくりの推進

５　子育てに関する相談・支援体制の充実

24　児童虐待防止の推進

19　仕事と子育ての両立支援
20　雇用機会拡大の促進

13　子どもの権利の啓発、普及活動の推進

22　犯罪等の被害から守るための活動の推進
23　地域間の連携の強化
21　交通安全を確保するための活動の推進
18　安全・安心なまちづくりの推進
17　安心して外出できる環境の整備
16　快適な居住空間の確保

25　母子・父子家庭等の自立支援の推進

26　経済的困難を抱える家庭への支援

14　文化活動やスポーツ活動の充実
３　保育サービスの充実

２ 前計画と本計画の施策の対応関係

本計画と第３期次世代育成支援行動計画の施策の対応関係は、図のとおりです。

ライフステージ別の施策体系を位置づけることや、「こどもの貧困対策計画」など

６計画を含めることなどに留意し、第３期計画からの組み換えを行っています。

【第３期次世代育成支援行動計画と第１期こども計画の施策の対応関係】

３ 用語説明

用語 解説

あ
行

アプリ

アプリケーションソフトウェアの略称で、特定の

用途や目的のために設計・提供されるコンピュータ

ーソフトのこと。

ＩＣＴ

インフォメーション・アンド・コミュニケーショ

ン・テクノロジーの略語で、通信技術を使って人と

人とがつながる技術のこと。

アウトリーチ

アウトリーチは、「手を伸ばすこと」の意。福祉の

分野では、助けが必要であるにもかかわらず自ら申

し出ない人たちに対して、積極的に働きかけ、支援を

届けることを指す。

生きる力

変化の激しいこれからの社会を生きるために重要

な力。文部科学省が学習指導要領の中で、教育の理念

として掲げている。知（確かな学力）、徳（豊かな人

間性）、体（健康・体力）をバランスよく育んでいく

ことが重要とされている。

一時預かり

保育所、認定こども園、幼稚園その他の場所におい

て児童を一時的に預かることで、安心して子育てが

できる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図

ることを目的とする事業。

居場所

福祉の分野では、人とのつながりが希薄になりが

ちな人が、人とふれあい、居心地がいいと思える場所

のこと。日常生活の中でそうした場所を持てない人

に対し、無料や安価で居場所を提供することが、心身

の健康増進や地域のつながりづくりといった公益的

な役割を果たす。

ＮＰＯ（エヌピーオー）

民間非営利団体などと訳され、非営利で、自主的に

公共的な活動を行う民間の組織、団体。ノンプロフィ

ット・オーガニゼーションの略。

延長保育

通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間に

おいて、保育所、認定こども園等で引き続き保育を実

施すること。
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用語 解説

か
行

家庭教育

保護者が子どもに対して行う教育。家族のふれ合

いを通して、子どもが基本的な生活習慣や生活能力、

人に対する信頼感、豊かな情操、他人に対する思いや

り、基本的倫理観、自尊心や自立心、社会的なマナー

などを身に付けていく上で重要な役割を果たす。

ＧＩＧＡスクール構想

令和元年に開始された、全国の児童・生徒 人に

台のコンピューターと高速ネットワークを整備す

る文部科学省の取り組み。

教育・保育施設

児童福祉法に規定する保育所、学校教育法に規定

する幼稚園、認定こども園法に規定する認定こども

園を指す。

協働

立場が異なる者が、一つの目標に向かって、それぞ

れの特性を生かして、役割分担しながら取り組むこ

と。

業務継続計画（ＢＣＰ）
災害時に、各組織が、早期に業務再開を図るために

あらかじめ策定しておく計画。

合計特殊出生率

地域内の ～ 歳までの全女性の年齢別出生率

を合計した人口統計の指標。その地域で、一人の女性

が一生の間に出産するこどもの人数とみなして、少

子化の傾向を把握するために用いる。

子育て支援センター

厚生労働省が実施する地域子育て支援拠点事業の

中の取り組みの一つで、子育てに関する相談支援や、

子育て中の親子同士の交流、子育て情報の提供・発信

など、様々な育児支援を行う施設。

子育て世代包括支援セン

ター

母子保健法に基づき市町村が設置するもので、妊

産婦・乳幼児等の状況を継続的・包括的に把握し、妊

産婦や保護者の相談に保健師等の専門家が対応する

とともに、必要な支援の調整や関係機関と連絡調整

するなどして、妊産婦や乳幼児等に対して切れ目の

ない支援を提供する。

こども家庭センター

子どもや子育て世帯、妊産婦を対象に医療・福祉・

保育・教育などの多方面から継続して一体的な支援

を行う拠点。子育て世代包括支援センターと子ども

家庭総合支援拠点事業の両機能をあわせ持つ。
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用語 解説

か
行

家庭教育

保護者が子どもに対して行う教育。家族のふれ合

いを通して、子どもが基本的な生活習慣や生活能力、

人に対する信頼感、豊かな情操、他人に対する思いや

り、基本的倫理観、自尊心や自立心、社会的なマナー

などを身に付けていく上で重要な役割を果たす。

ＧＩＧＡスクール構想

令和元年に開始された、全国の児童・生徒 人に

台のコンピューターと高速ネットワークを整備す

る文部科学省の取り組み。

教育・保育施設

児童福祉法に規定する保育所、学校教育法に規定

する幼稚園、認定こども園法に規定する認定こども

園を指す。

協働

立場が異なる者が、一つの目標に向かって、それぞ

れの特性を生かして、役割分担しながら取り組むこ

と。

業務継続計画（ＢＣＰ）
災害時に、各組織が、早期に業務再開を図るために

あらかじめ策定しておく計画。

合計特殊出生率

地域内の ～ 歳までの全女性の年齢別出生率

を合計した人口統計の指標。その地域で、一人の女性

が一生の間に出産するこどもの人数とみなして、少

子化の傾向を把握するために用いる。

子育て支援センター

厚生労働省が実施する地域子育て支援拠点事業の

中の取り組みの一つで、子育てに関する相談支援や、

子育て中の親子同士の交流、子育て情報の提供・発信

など、様々な育児支援を行う施設。

子育て世代包括支援セン

ター

母子保健法に基づき市町村が設置するもので、妊

産婦・乳幼児等の状況を継続的・包括的に把握し、妊

産婦や保護者の相談に保健師等の専門家が対応する

とともに、必要な支援の調整や関係機関と連絡調整

するなどして、妊産婦や乳幼児等に対して切れ目の

ない支援を提供する。

こども家庭センター

子どもや子育て世帯、妊産婦を対象に医療・福祉・

保育・教育などの多方面から継続して一体的な支援

を行う拠点。子育て世代包括支援センターと子ども

家庭総合支援拠点事業の両機能をあわせ持つ。

用語 解説

子ども家庭総合支援拠点

子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情の

把握、子ども等に関する相談全般、訪問等による継続

的なソーシャルワーク業務までを行う機能を担う拠

点。

こども家庭庁

令和５年４月１日に発足した政府の部局の１つ。

従来、内閣府や厚生労働省などがそれぞれ担ってい

たこども事務の一元化を図る目的に設立された。学

校教育は引き続き文部科学省が担う。

こども基本法

こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進し

ていくための包括的な基本法として、令和５年４月

に施行されたもの。

子ども・子育て支援

すべての子どもの健やかな成長のために適切な環

境が等しく確保されるよう、国もしくは地方公共団

体、または地域における子育ての支援を行う者が実

施する子ども及び子どもの保護者に対する支援のこ

と。

こども食堂

子どもが一人でも行ける無料又は低額の食堂であ

り、子どもへの食事提供から孤食の解消や食育、さ

らには地域交流の場などの役割を果たしている。

こども大綱

令和 年 月 日に、こども基本法に基づ

き、こども政策を総合的に推進するために閣議決定

した、政府全体のこども施策の基本的な方針。

こども誰でも通園制度

（乳児等通所支援事業）

０～２歳児が保護者の就労要件を問わず保育所

（園）等で保育を受けられる制度。試行事業を経て令

和７年度から正式に創設され、令和８年度からは市

町村の必須事業に位置づけられる。

こどもまんなか社会

こどもや若者の権利が保障され、健やかな成長を

社会全体で後押しすることで、将来にわたって幸せ

に生活できる社会のこと。こども家庭庁を中心に、社

会運動として推進している。

こども未来戦略

令和 年 月 日に、こども基本法に基づ

き、こども大綱と同じく閣議決定した、政府全体の

こども施策の計画。
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用語 解説

個別の支援計画・指導計

画

「個別の支援計画」は、障がいのある児童・生徒

に対し、長期的な視点で、乳幼児期から学校卒業後

までの一貫した支援を行うために、母子保健部門や

障がい福祉部門、教育部門など関係者・関係機関が連

携・協力を図りながら作成するもの。「個別の指導

計画」は、「個別の支援計画」をふまえながら、教育

課程における目標や指導内容、指導方法等を具体化

するために学校で作成するもの。

コミュニティ

同じ地域に居住して、共同の活動、共通の経験を

通して結びついている人々の集団や社会のこと。今

日では、情報化や交通の発達により、地縁に寄らな

いコミュニティも発達している。

コミュニティ・スクール

（学校運営協議会）

学校と地域住民が力を合わせ、より良い教育環境

づくりを進めるため、地域住民が学校運営に参画で

きるようにするしくみや考え方のこと。

さ
行

産後ケア

産後一定の期間、自宅や医療機関等において、お母

さんと赤ちゃんに対して、産後の身体の回復や心の

リフレッシュを図り、安心して育児ができるように

支援するもの。

産後パパ育休制度

産後 週間以内に 日を限度として２回に分け

て取得できる休業で、１歳までの育児休業とは別に

取得できる制度。

次世代育成支援対策推進

法

次代の社会を担う子どもの健全な育成を支援する

ため、平成 年に施行された 年間の時限立法

であったが、 年ごとに延長され、令和６年には令

和 年 月 日までの延長と改正された。この

法律に基づき、国・自治体・事業主は、次世代育成支

援のための行動計画を策定することとされている。

児童虐待

身体的虐待、心理的虐待（言葉のおどしや無視）、

ネグレクト（養育・保護の怠慢、拒否）、性的虐待な

ど、子どもの健全な育成を妨げること。虐待を疑った

り発見した場合の通告が、法律で義務づけられてい

る。
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用語 解説

個別の支援計画・指導計

画

「個別の支援計画」は、障がいのある児童・生徒

に対し、長期的な視点で、乳幼児期から学校卒業後

までの一貫した支援を行うために、母子保健部門や

障がい福祉部門、教育部門など関係者・関係機関が連

携・協力を図りながら作成するもの。「個別の指導

計画」は、「個別の支援計画」をふまえながら、教育

課程における目標や指導内容、指導方法等を具体化

するために学校で作成するもの。

コミュニティ

同じ地域に居住して、共同の活動、共通の経験を

通して結びついている人々の集団や社会のこと。今

日では、情報化や交通の発達により、地縁に寄らな

いコミュニティも発達している。

コミュニティ・スクール

（学校運営協議会）

学校と地域住民が力を合わせ、より良い教育環境

づくりを進めるため、地域住民が学校運営に参画で

きるようにするしくみや考え方のこと。

さ
行

産後ケア

産後一定の期間、自宅や医療機関等において、お母

さんと赤ちゃんに対して、産後の身体の回復や心の

リフレッシュを図り、安心して育児ができるように

支援するもの。

産後パパ育休制度

産後 週間以内に 日を限度として２回に分け

て取得できる休業で、１歳までの育児休業とは別に

取得できる制度。

次世代育成支援対策推進

法

次代の社会を担う子どもの健全な育成を支援する

ため、平成 年に施行された 年間の時限立法

であったが、 年ごとに延長され、令和６年には令

和 年 月 日までの延長と改正された。この

法律に基づき、国・自治体・事業主は、次世代育成支

援のための行動計画を策定することとされている。

児童虐待

身体的虐待、心理的虐待（言葉のおどしや無視）、

ネグレクト（養育・保護の怠慢、拒否）、性的虐待な

ど、子どもの健全な育成を妨げること。虐待を疑った

り発見した場合の通告が、法律で義務づけられてい

る。

用語 解説

児童手当

歳到達後最初の年度末までの児童を養育して

いる方を対象に支給される手当。家庭等における生

活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児

童の健やかな成長に資することを目的としている。

令和６年 月までは 歳到達後最初の年度末ま

でであったが、対象が拡充され、所得制限も撤廃され

た。

児童の権利に関する条約

（子どもの権利条約）

子どもが持つ権利について定めた条約で、平成元

年に国連総会で採択され、日本も平成６年に批准し

ている。「差別の禁止」、「子どもの最善の利益」、「生

命、生存及び発達に対する権利」、「子どもの意見の尊

重」という４つの原則が定められている。児童の権利

条約、子どもの権利条約などとも呼ぶ。

児童発達支援

障がいがある、または発達が気になる未就学児が

通所し、日常生活スキルの習得や集団生活への適応

などの支援が行われる福祉サービス。

児童扶養手当

離婚によるひとり親世帯など、父又は母と生計を

同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安

定及び自立の促進と、児童の福祉の増進に寄与する

ために支給される手当。支給対象者は、 歳到達後

最初の年度末までの児童（障がい児の場合は 歳

未満）を監護する母と、監護し、かつ生計を同じくす

る父又は養育する者（祖父母等）。

児童養護施設

保護者のない児童や保護者に監護させることが適

当でない児童に対し、安定した生活環境を整えると

ともに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整等を行

いつつ養育を行い、児童の心身の健やかな成長とそ

の自立を支援する機能を持つ施設。

就学援助

経済的理由によって就学困難と認められる学齢期

の児童生徒の保護者に対し、学校給食費・学用品費・

修学旅行費など、学校で必要なお金の一部を援助す

る制度。
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用語 解説

重層的支援体制整備事業

高齢者介護、障がい福祉など分野ごとの福祉サー

ビスでは解決できない複合的な課題に対し、重層的

な支援を行い解決を図るために、令和３年度から社

会福祉法に位置づけられた事業。

食育

食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全

な食生活を実践することができる人間を育てる教育

のこと。食育基本法により、生きる上での基本であっ

て、知育、徳育、体育の基礎となるべきものと位置づ

けられ、実際に食べることや栽培・収穫すること、調

理することなど、体験教育が重視されている。

新型コロナウイルス感染

症

令和元年 月に中国で確認されて以降、令和４

年まで世界的流行（パンデミック）をもたらした気道

感染症。世界中で３億人以上が感染し、 万人以

上が死亡した。

スクールカウンセラー

児童生徒や保護者の悩みを受け止め、「心の専門

家」としてカウンセリングや心のケアを行う者。文部

科学省が公認心理師、臨床心理士、精神科医、大学教

員を資格要件にしており、心理臨床業務または児童・

生徒を対象とした相談業務を 年以上経験した大

卒・短大卒者等を「スクールカウンセラーに準ずる

者」としている。

スクールソーシャルワー

カー

児童・生徒が抱えている問題に対して、保護者や教

職員、関係機関と連携しながら解決に向けた支援を

行う専門職。資格要件は、スクールカウンセラーほど

厳格ではなく、社会福祉士や精神保健福祉士などの

有資格者のほか、過去に教育や福祉の分野において

活動経験がある者等も含む。

成育医療

「成育医療」とは、妊娠にはじまり、胎児から新生

児、幼児から大人になり、さらに次の世代を育む生殖

や健康の過程を診る医療のこと。成育過程の各段階

において生ずる心身の健康に関する問題を包括的に

とらえて対応するために、産婦人科・小児科医療だけ

でなく、他の診療科や保健、教育、福祉等と連携して

進められる。
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用語 解説

重層的支援体制整備事業

高齢者介護、障がい福祉など分野ごとの福祉サー

ビスでは解決できない複合的な課題に対し、重層的

な支援を行い解決を図るために、令和３年度から社

会福祉法に位置づけられた事業。

食育

食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全

な食生活を実践することができる人間を育てる教育

のこと。食育基本法により、生きる上での基本であっ

て、知育、徳育、体育の基礎となるべきものと位置づ

けられ、実際に食べることや栽培・収穫すること、調

理することなど、体験教育が重視されている。

新型コロナウイルス感染

症

令和元年 月に中国で確認されて以降、令和４

年まで世界的流行（パンデミック）をもたらした気道

感染症。世界中で３億人以上が感染し、 万人以

上が死亡した。

スクールカウンセラー

児童生徒や保護者の悩みを受け止め、「心の専門

家」としてカウンセリングや心のケアを行う者。文部

科学省が公認心理師、臨床心理士、精神科医、大学教

員を資格要件にしており、心理臨床業務または児童・

生徒を対象とした相談業務を 年以上経験した大

卒・短大卒者等を「スクールカウンセラーに準ずる

者」としている。

スクールソーシャルワー

カー

児童・生徒が抱えている問題に対して、保護者や教

職員、関係機関と連携しながら解決に向けた支援を

行う専門職。資格要件は、スクールカウンセラーほど

厳格ではなく、社会福祉士や精神保健福祉士などの

有資格者のほか、過去に教育や福祉の分野において

活動経験がある者等も含む。

成育医療

「成育医療」とは、妊娠にはじまり、胎児から新生

児、幼児から大人になり、さらに次の世代を育む生殖

や健康の過程を診る医療のこと。成育過程の各段階

において生ずる心身の健康に関する問題を包括的に

とらえて対応するために、産婦人科・小児科医療だけ

でなく、他の診療科や保健、教育、福祉等と連携して

進められる。

用語 解説

生活困窮者

生活困窮者自立支援法では、就労の状況、心身の状

況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経

済的に困窮し、最低限度の生活を維持することがで

きなくなるおそれのある者と定義されている。

生活困窮者自立支援法

生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るとと

もに、生活保護から脱却した人が再び生活保護に頼

ることのないよう所要の措置を講ずるため、平成

年に施行された法律。

生活福祉資金貸付制度

低所得者、障がい者、高齢者等に対し、生活に関す

る必要な相談や貸付を行うことにより、経済的自立

及び生活意欲の向上を支える制度。

相対的貧困

その国や地域の水準の中で比較して、大多数より

も貧しい状態のこと。経済協力開発機構（ ）は、

世帯の所得が等価可処分所得の中央値の半分（貧困

線）に満たない状態のこととして、国ごとの比較を定

期的に公表している。

た
行

高原町無料職業紹介所事

業

ハローワーク等の協力を得て、高原町役場庁舎内

で開設している職業紹介所。職業相談・紹介・求人情

報の提供を行う。

地域学校協働活動

地域の高齢者、成人、学生、保護者、ＰＴＡ、ＮＰ

Ｏ、民間企業、団体・機関等の幅広い地域住民等の参

画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支え

るとともに、「学校を核とした地域づくり」をめざし

て、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働

して行う様々な活動。平成 年に社会教育法に位

置づけられた。

ＤＸ（ディーエックス）

デジタルトランスフォーメーションの略語で、デ

ジタル技術の活用によって業務を変革し、価値を高

める取り組みのこと。

適応指導教室
不登校の児童生徒等が学校生活へ復帰できるよう

に、個別カウンセリングや学習指導等を行う活動。
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用語 解説

デジタル化

アナログ手法に依存していた業務プロセスを自動

化及び効率化すること。例えば、これまで紙を用いて

いたような事務処理をペーパーレス化する、朱肉に

よる押印が必要だった契約処理を電子契約化する、

マニュアルや資料を電子化して、誰がどの拠点にい

ても自由に閲覧できるようにするといったことがあ

げられる。令和 年 月に国の機関としてデジタル

庁が発足し、行政機関のデジタル化を加速化させて

いる。

等価可処分所得

世帯の可処分所得（所得から所得税、住民税、社会

保険料及び固定資産税を差し引いたいわゆる手取り

収入）を世帯人員の平方根で割って調整した所得の

こと。相対的貧困を算出する際に使用する。世帯人員

の影響を反映するため、過去の研究成果を根拠に、平

方根で割る方式が一般化している。

特別支援教育

障がいのある子どもの自立や社会参加に向け、幼

児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、そ

の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善・克服

するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。

特別支援教育支援員

障がいのある児童生徒に対し、食事、トイレ、移動

など、日常生活動作の介助を行ったり、学習活動上の

サポートを行う者。

特別児童扶養手当

精神又は身体に障がいを有する児童の福祉の増進

に寄与するために支給される手当。支給対象者は、

歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を

家庭で監護、養育している父母等。

な
行 認定こども園

教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所

の両方の良さを併せ持っている施設。就学前の子ど

もに幼児教育・保育を提供する機能、地域における子

育て支援を行う機能を備えている。

は
行 パブリックコメント

行政機関が政策の立案等を行おうとする際にその

案を公表し、広く住民・事業者等から意見や情報等を

求める手続きのこと。
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用語 解説

デジタル化

アナログ手法に依存していた業務プロセスを自動

化及び効率化すること。例えば、これまで紙を用いて

いたような事務処理をペーパーレス化する、朱肉に

よる押印が必要だった契約処理を電子契約化する、

マニュアルや資料を電子化して、誰がどの拠点にい

ても自由に閲覧できるようにするといったことがあ

げられる。令和 年 月に国の機関としてデジタル

庁が発足し、行政機関のデジタル化を加速化させて

いる。

等価可処分所得

世帯の可処分所得（所得から所得税、住民税、社会

保険料及び固定資産税を差し引いたいわゆる手取り

収入）を世帯人員の平方根で割って調整した所得の

こと。相対的貧困を算出する際に使用する。世帯人員

の影響を反映するため、過去の研究成果を根拠に、平

方根で割る方式が一般化している。

特別支援教育

障がいのある子どもの自立や社会参加に向け、幼

児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、そ

の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善・克服

するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。

特別支援教育支援員

障がいのある児童生徒に対し、食事、トイレ、移動

など、日常生活動作の介助を行ったり、学習活動上の

サポートを行う者。

特別児童扶養手当

精神又は身体に障がいを有する児童の福祉の増進

に寄与するために支給される手当。支給対象者は、

歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を

家庭で監護、養育している父母等。

な
行 認定こども園

教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所

の両方の良さを併せ持っている施設。就学前の子ど

もに幼児教育・保育を提供する機能、地域における子

育て支援を行う機能を備えている。

は
行 パブリックコメント

行政機関が政策の立案等を行おうとする際にその

案を公表し、広く住民・事業者等から意見や情報等を

求める手続きのこと。

用語 解説

ハローワーク

（公共職業安定所）

民間の職業紹介事業等では就職へ結びつけること

が難しい就職困難者を中心に支援する最後のセーフ

ティネットとしての役割を担う、国（厚生労働省）の

機関。地域の総合的雇用サービス機関として、職業紹

介、雇用保険、雇用対策などの業務を一体的に実施す

る。

ファミリー・サポート・

センター

子どもの預かりなどの援助を受けることを希望す

る者（依頼会員）と当該援助を行うことを希望する者

（援助会員）とが会員となって相互援助を行う事業。

保育所

児童福祉法に定める、保育を必要とする０～５歳

児に対して保育を行う施設のこと。

そのうち、認可保育所は、国・県が定める基準に適

合し、県の認可を受けた定員 人以上の保育所の

こと。

放課後児童健全育成事業

（放課後児童クラブ）

保護者が就労などにより昼間家庭にいない小学生

に対して、放課後に適切な遊びや生活の場を提供し、

子どもの健全な育成を図る事業。学童保育、学童クラ

ブ、放課後児童クラブなど様々な呼び方がある。ま

た、公設公営、公設民営、民設民営など、運営形態も

様々である。

放課後等デイサービス

障がいがある、または発達が気になる就学児が放

課後や休日に通所し、日常生活スキルの習得や集団

生活への適応などの支援が行われる福祉サービス。

母子健康手帳

妊娠中からの健康管理と出産の記録や、子どもの

健康診査結果、予防接種の記録に使用する手帳。妊娠

の届出を行うことで、子ども一人につき一冊交付さ

れる。

母子父子寡婦福祉資金

「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に基づき、配偶

者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦

に対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を

図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進

することを目的として貸し付けられる資金。
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用語 解説

母子父子自立支援員

配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及

び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提

供や指導等の支援を行う者。

ま
行

宮崎県南部福祉こども

センター

様々な家庭や子どもの問題への対応を充実するた

め、従来の「北・西諸県福祉事務所」、「都城児童相談

所」、「知的障がい者更生相談所都城支所」の機能を統

合した、北・西諸県圏域を管轄する、福祉に関する総

合的な相談・支援機関。

みやざき若者サポート

ステーション

歳から 歳までの方の職業的自立を目的と

し、厚生労働省が県との協働により設立した支援機

関。一人ひとりに添ったプログラムを一緒に考え、就

労・就学などの職業的自立を支援する。

民生委員・児童委員

民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱され、

それぞれの地域において、常に住民の立場に立って

相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努

める者。児童福祉法による児童委員も兼ねており、子

育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等

も行う。

や
行

ヤングケアラー
家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行

っていると認められる子ども・若者。

幼稚園

学校教育法に定める、３～５歳児に対して小学校

以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行

う学校のこと。

要保護児童等対策地域協

議会

保護や支援を必要とする児童及び保護者に対して

適切な支援を行うために、関係機関が協力・連携して

会議を開催し、支援の内容について協議を行う。協議

会は、代表者会議、実務者会議、ケース会議の３つか

ら構成される。

要配慮者

高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要す

る人のこと。「災害時要配慮者」は、従来、「災害時要

援護者」と呼んでいた。

ら
行 ライフステージ

幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期など、人

生の節目ごとに分けられた段階のこと。
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用語 解説

母子父子自立支援員

配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及

び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提

供や指導等の支援を行う者。

ま
行

宮崎県南部福祉こども

センター

様々な家庭や子どもの問題への対応を充実するた

め、従来の「北・西諸県福祉事務所」、「都城児童相談

所」、「知的障がい者更生相談所都城支所」の機能を統

合した、北・西諸県圏域を管轄する、福祉に関する総

合的な相談・支援機関。

みやざき若者サポート

ステーション

歳から 歳までの方の職業的自立を目的と

し、厚生労働省が県との協働により設立した支援機

関。一人ひとりに添ったプログラムを一緒に考え、就

労・就学などの職業的自立を支援する。

民生委員・児童委員

民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱され、

それぞれの地域において、常に住民の立場に立って

相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努

める者。児童福祉法による児童委員も兼ねており、子

育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等

も行う。

や
行

ヤングケアラー
家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行

っていると認められる子ども・若者。

幼稚園

学校教育法に定める、３～５歳児に対して小学校

以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行

う学校のこと。

要保護児童等対策地域協

議会

保護や支援を必要とする児童及び保護者に対して

適切な支援を行うために、関係機関が協力・連携して

会議を開催し、支援の内容について協議を行う。協議

会は、代表者会議、実務者会議、ケース会議の３つか

ら構成される。

要配慮者

高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要す

る人のこと。「災害時要配慮者」は、従来、「災害時要

援護者」と呼んでいた。

ら
行 ライフステージ

幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期など、人

生の節目ごとに分けられた段階のこと。

用語 解説

療育

障がいや、発達上の心配のあるこどもに対し、作業

療法、言語療法などの専門療法を行うなど、一人ひと

りの特性にあわせて必要な支援を行うこと。
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４ 高原町子ども・子育て会議要綱

（設置）

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第

７７条第１項の規定に基づき、高原町子ども・子育て会議（以下「子ども・子育

て会議」という。）を置く。

（所掌事務）

第２条 子ども・子育て会議は、法第７７条第１項各号に掲げる事務（同項第４号

に掲げる事務にあっては、法律又は他の条例に基づき町が設置する他の審議会等

において調査審議する事務を除く。）を処理するものとする。

（組織）

第３条 子ども・子育て会議は、委員１５人以内で組織する。

２ 委員は、法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある

者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。

（委員の任期）

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合に

おける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第５条 子ども・子育て会議に会長及び副会長１人を置き、会長には副町長を、副

会長には教育長をもってあてる。

２ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務

を代理する。

（会議）

第６条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 子ども・子育て会議の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。
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４ 高原町子ども・子育て会議要綱

（設置）

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第

７７条第１項の規定に基づき、高原町子ども・子育て会議（以下「子ども・子育

て会議」という。）を置く。

（所掌事務）

第２条 子ども・子育て会議は、法第７７条第１項各号に掲げる事務（同項第４号

に掲げる事務にあっては、法律又は他の条例に基づき町が設置する他の審議会等

において調査審議する事務を除く。）を処理するものとする。

（組織）

第３条 子ども・子育て会議は、委員１５人以内で組織する。

２ 委員は、法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある

者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。

（委員の任期）

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合に

おける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第５条 子ども・子育て会議に会長及び副会長１人を置き、会長には副町長を、副

会長には教育長をもってあてる。

２ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務

を代理する。

（会議）

第６条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 子ども・子育て会議の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。

（関係者の出席等）

第７条 子ども・子育て会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に

対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることがで

きる。

（庶務）

第８条 子ども・子育て会議の庶務は、健康課子育て支援係にて処理する。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、

会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

附 則

（施行期日）

１この要綱は、平成 年７月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年 月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。
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５ 高原町子ども・子育て会議 委員名簿

所 属 職 名 氏 名 備考

高原町ＰＴＡ連絡協議会 会長 川平 典生

高原町保育会 会長 松元 由美子

高原町認定こども園 代表 涌水 英昭

高原町校長会 会長 西岡 雅弘

高原町自治公民館

連絡協議会
会長 西村 四男

高原町社会福祉協議会 会長 北迫 泉

高原町民生委員

・児童委員協議会
主任児童委員 樋口 和夫

高原町民生委員

・児童委員協議会
主任児童委員 村田 經典

高原町民生委員

・児童委員協議会
母子父子部会長 鴨 町子

高原町 副町長 横山 安博 会長

高原町 教育長 西田 次良

高原町教育総務課 課長 田中 博幸
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高原町教育総務課 課長 田中 博幸

６ 策定経過

年 月日 内容

令和６年

７～８月 アンケート調査の実施

月 日

第１回子ども・子育て会議

・アンケート調査結果の報告

・計画骨子案の検討

令和７年

１月 日
第２回子ども・子育て会議

・計画素案の検討

１月 日～

２月 日
パブリックコメントの実施
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